
律
令
国
家
転
換
期
の
王
権
と
隼
人
政
策

鈴
木
拓
也

一
日
駕
ユ
巴
〉
昆
7
2
』
穗
馨
皇
江
飴
∨
巳
o
【
げ
匿
口
島
胃
碁
書
6
ギ
碧
●
否
吟
一
〇
口
己
ま
匡
o
儀
亀
夢
6
巨
雷
ξ
苫
ぽ
冨
g

oの

已
N
e
×
一
鳶
5
飴

は
じ
め
に

●
桓
武
・
平
城
朝
の
隼
人
政
策
ー
問
題
の
所
在
1

②
『
延
喜
式
』
に
見
え
る
今
来
隼
人

③
大
同
三
年
一
二
月
五
日
勅
と
「
定
額
隼
人
」

④
律
令
国
家
転
換
期
の
隼
人
・
蝦
夷
政
策

お
わ
り
に

［論
文
要
旨
】

　
本
稿

は
、
八
・
九
世
紀
の
間
に
起
こ
っ
た
隼
人
政
策
の
転
換
を
、
京
・
畿
内
に
視
点
を
置
い
て
明

ら
か
に
し
、
そ
れ
を
当
該
時
期
の
蝦
夷
政
策
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
九
世
紀
の
王
権
に
見
ら

れ

る
性
格
の
一
端
を
解
明
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
、
ま
ず
『
延
喜
式
』

隼
人
司
式
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
し
、
次
に
そ
れ
に
関
連
す
る
と
み
ら
れ
る
九
世
紀
初
頭
の
単
行
法

令

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。
そ
の
結
果
、
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
以
下
の
三
点
で
あ
る
。

　
ま
ず
第
一
に
、
隼
人
司
式
に
見
ら
れ
る
今
来
隼
人
と
は
、
朝
貢
隼
人
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
延
暦

二
四
年
（
八
〇
五
）
に
隼
人
の
朝
貢
を
停
止
す
る
際
に
、
南
九
州
か
ら
朝
貢
に
来
て
い
た
隼
人
の
一

部
を
畿
内
に
残
留
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
国
家
は
彼
ら
に
よ
っ
て
、
儀
式
や
行

幸
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
呪
力
に
満
ち
た
吠
声
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

　
第
二
に
、
隼
人
司
式
に
は
、
今
来
隼
人
に
欠
員
を
生
じ
た
場
合
に
畿
内
隼
人
に
よ
っ
て
補
充
す
る

規
定
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
大
同
三
年
（
八
〇
八
）
一
二
月
勅
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
み
ら
れ
る
こ
と

で

あ
る
。
こ
れ
以
後
、
隼
人
の
吠
声
は
次
第
に
畿
内
隼
人
に
よ
っ
て
代
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
呪

力
は
弱
ま
っ
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
九
世
紀
に
は
天
皇
の
行
幸
が
あ
ま
り
行
わ
れ
な
く
な
る
の

で
、
隼
人
の
呪
力
に
対
す
る
期
待
も
次
第
に
低
下
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
第
三
に
、
九
世
紀
の
王
権
は
、
隼
人
の
朝
貢
を
停
止
し
、
畿
内
周
辺
に
移
住
さ
せ
た
隼
人
を
宮
廷

儀
礼
に

参
加
さ
せ
て
い
た
が
、
同
様
の
現
象
は
蝦
夷
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
九
世
紀

の
王
権
は
、
辺
境
政
策
を
主
導
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
畿
内
周
辺
に
移
配
さ
せ
た
蝦
夷
・
隼
人

を
年
中
行
事
に
参
加
さ
せ
、
自
ら
の
権
威
を
可
視
的
に
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
き
わ

め
て

倭
小
化
さ
れ
た
中
華
思
想
を
持
っ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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は

じ
め
に

　
桓
武
朝
に
は
、
長
岡
京
・
平
安
京
と
い
う
二
つ
の
王
都
が
造
営
さ
れ
、
東
北
の
蝦

夷
に
対
し
て
三
度
に
わ
た
る
征
夷
戦
が
実
施
さ
れ
た
。
征
夷
と
造
都
が
桓
武
朝
を
象

徴
す
る
二
大
事
業
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
徳
政
相
論
に
お
け
る
「
方
今
天
下
所
レ
苦
、
軍

事
与
一
造
作
・
也
」
と
い
う
藤
原
緒
嗣
の
発
言
に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
（
『
日
本

後
紀
』
延
暦
二
四
年
〈
八
〇
五
〉
一
二
月
壬
寅
条
）
。

　
一
方
、
桓
武
朝
に
は
隼
人
支
配
に
お
い
て
も
重
要
な
政
策
の
転
換
が
見
ら
れ
る
こ

と
が
、
か
ね
て
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
延
暦
一
九
年
（
八
〇
〇
）
に
南
九
州
の
隼

人
に
対
し
て
班
田
制
が
施
行
さ
れ
る
と
、
翌
延
暦
二
〇
年
（
八
〇
一
）
に
隼
人
の
朝

貢
が
停
止
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
隼
人
に
対
す
る
班
田
制
の
施
行
と
朝
貢
の
停
止
に
は

密
接
な
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
南
九
州
の
隼
人
が
公
民
化
さ
れ
た
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

よ
っ
て
、
朝
貢
と
い
う
服
属
儀
礼
も
停
止
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
時
あ
た
か

も
桓
武
朝
の
征
夷
の
最
終
段
階
に
あ
た
っ
て
お
り
、
両
者
に
は
何
ら
か
の
関
係
が
あ

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　
本
稿

は
、
八
・
九
世
紀
の
間
に
起
こ
っ
た
隼
人
政
策
の
転
換
を
明
ら
か
に
し
、
そ

れ

を
当
該
時
期
の
蝦
夷
政
策
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
律
令
国
家
転
換
期
の
王

権
を
考
え
る
た
め
の
一
素
材
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
石
上
英
一
氏
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
の
古
代
国
家
が
蝦
夷
・
隼
人
を
「
夷
狭
」
と
し
て
設
定
し

た
の
は
、
「
日
本
と
い
う
国
家
が
国
家
と
し
て
成
立
し
て
い
る
た
め
に
は
当
然
内
国
化

し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
辺
境
の
人
民
を
と
り
の
こ
し
て
い
た
状
況
を
隠
蔽
す
る
と

と
も
に
、
逆
に
そ
れ
を
利
用
し
て
帝
国
の
構
造
を
作
り
あ
げ
、
内
国
の
王
民
の
統
治

　
　
　
　
　
（
3
）

に
資
す
る
こ
と
」
に
目
的
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
ら
は
、
①
征
討
や
柵
戸
移
配
・

建
郡

な
ど
、
王
権
に
よ
る
支
配
拡
大
政
策
の
対
象
と
な
る
と
と
も
に
、
②
中
華
思
想

に

基
づ
い
て
朝
貢
や
儀
式
へ
の
参
加
を
要
求
さ
れ
、
天
皇
の
徳
の
高
さ
を
可
視
的
に

表
現
す
る
役
割
を
担
わ
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
古
代
王
権

と
蝦
夷
・
隼
人
と
の
関
係
は
、
こ
の
よ
う
な
一
見
相
反
す
る
二
つ
の
関

係

に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
大
き
く
変
化
す
る
の
が
桓
武
朝
を
中
心

と
す
る
律
令
国
家
転
換
期
（
光
仁
～
嵯
峨
朝
）
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
時

期
に
は
、
蝦
夷
・
隼
人
に
対
す
る
支
配
が
急
速
に
進
展
し
て
、
南
九
州
に
お
い
て
は

隼
人
の
公
民
化
が
達
成
さ
れ
、
東
北
で
は
北
上
川
中
流
域
ま
で
を
国
家
の
支
配
領
域

に
組
み
込
ん
だ
と
こ
ろ
で
征
夷
が
終
結
し
て
、
①
の
関
係
が
事
実
上
の
終
焉
を
迎
え

る
。
こ
れ
以
後
の
王
権
と
蝦
夷
・
隼
人
と
の
関
係
は
、
②
の
関
係
に
特
化
す
る
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
の
基
本
的
な
要
素
で
あ
る
朝
貢
を
欠
い
た
状

態
で
、
畿
内
と
そ
の
周
辺
に
移
配
さ
れ
た
蝦
夷
・
隼
人
に
よ
っ
て
儀
式
へ
の
参
加
が

代
行
さ
れ
、
媛
小
化
さ
れ
た
形
で
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
隼
人
研
究
は
、
南
九
州
に
隼
人
が
存
在
し
、
宮
都
へ
の
朝
貢
が
行
わ

れ
て

い
た

八
世
紀
末
ま
で
を
中
心
に
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
隼
人
お
よ
び
隼
人

司
の
基
本
史
料
で
あ
る
『
延
喜
式
』
隼
人
司
式
も
、
八
世
紀
の
隼
人
司
を
復
原
す
る

際
の
参
考
史
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る
一
方
で
、
両
者
の
間
に
二
世
紀
の
時
間
差
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

る
こ
と
を
常
に
意
識
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
も
併
せ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
た
し
か
に

『延
喜
式
』
隼
人
司
式
は
、
一
〇
世
紀
初
頭
の
史
料
で
あ
り
、
し
か
も
大
同
三
年
（
八

〇
八
）
正
月
の
隼
人
司
の
廃
止
、
同
年
七
月
の
再
置
を
経
た
後
の
史
料
で
あ
る
か
ら
、

基
本
的
に
大
同
三
年
以
後
の
隼
人
司
の
細
則
を
集
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
も

と
に
八
世
紀
に
お
け
る
隼
人
司
の
姿
を
推
量
す
る
こ
と
に
は
十
分
な
注
意
を
払
う
必

　
　
　
（
5
）

要
が
あ
る
。
し
か
し
逆
の
見
方
を
す
れ
ば
、
『
延
喜
式
』
隼
人
司
式
は
、
九
世
紀
の
隼

人
お

よ
び
隼
人
司
を
考
え
る
上
で
は
絶
好
の
史
料
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
九
世
紀

の

隼
人
お
よ
び
隼
人
司
は
、
南
九
州
と
切
り
離
さ
れ
た
状
態
で
存
続
し
つ
つ
、
天
皇

の

権
威
を
飾
る
役
割
を
担
わ
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
当
該
時
期
の
王
権
が
持
つ

特
色
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
『
延
喜
式
』
隼
人
司
式
の
規
定
と
、
そ
れ
に
関
連
す
る
と
み
ら

れ

る
九
世
紀
初
頭
の
格
（
単
行
法
令
）
を
検
討
し
、
八
・
九
世
紀
の
間
で
起
こ
っ
た

隼
人
政
策
の
転
換
を
、
京
・
畿
内
に
視
点
を
置
き
な
が
ら
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
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そ
し
て
、
そ
れ
を
当
該
時
期
の
蝦
夷
政
策
と
比
較
し
て
、

考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

0
桓
武
・
平
城
朝
の
隼
人
政
策
ー
問
題
の
所
在
1

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を

　
本
稿
で
の

考
察
を
始
め
る
に
当
た
り
、
桓
武
朝
か
ら
平
城
朝
に
か
け
て
の
隼
人
政

策
を
概
観
し
、
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
こ
の
時
期
の
隼

人

政
策
と
し
て
従
来
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
（
1
）
延
暦
一
九
年
（
八
〇
〇
）

に
お
け
る
班
田
制
の
施
行
と
、
そ
の
翌
年
に
お
け
る
朝
貢
の
停
止
、
（
2
）
延
暦
二
四

年
（
八
〇
五
）
に
お
け
る
隼
人
司
に
上
番
す
る
隼
人
の
半
減
、
そ
し
て
（
3
）
大
同

三
年
（
八
〇
八
）
に
お
け
る
隼
人
司
の
廃
止
と
復
置
で
あ
る
。

（1
）

班
田

制
の
施
行
と
朝
貢
の
停
止

　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
延
暦
一
九
・
二
〇
年
（
八
〇
〇
・
八
〇
一
）

　
ま
ず
隼
人
の
朝
貢
と
そ
の
停
止
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
中
村
明
蔵
氏
の
研
究
に
依

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

り
な
が
ら
、
基
礎
的
事
実
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
隼
人
の

朝
貢
は
、
史
料
的
に
確
実
な
と
こ
ろ
で
は
、
天
武
一
一
年
（
六
八
二
）
七

月
の
朝
貢
が
最
初
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
延
暦
一
二
年
（
七
九
三
）
ま
で
一
六
回
の
事

例
が
あ
る
。
六
年
に
一
度
、
在
京
勤
務
の
交
替
に
際
し
て
朝
貢
が
行
わ
れ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

こ
の
点
は
毎
年
朝
貢
す
る
蝦
夷
と
明
確
に
異
な
る
。
六
年
］
回
の
交
替
が
明
文
化
さ

れ

た
の
は
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
で
あ
る
（
『
続
日
本
紀
』
霊
亀
二
年
五
月
辛
卯
条
）

が
、
天
武
一
一
年
か
ら
ほ
ぼ
六
年
ご
と
に
朝
貢
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
天
武
朝
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

ら
す
で
に
在
京
勤
務
の
交
替
に
伴
う
朝
貢
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
朝
貢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

に
際
し
て
は
、
調
物
の
貢
進
や
、
風
俗
歌
舞
の
奏
上
な
ど
が
行
わ
れ
、
朝
廷
は
彼
ら

に
対
し
て
叙
位
・
賜
饗
・
賜
禄
な
ど
を
行
っ
た
。
隼
人
は
そ
の
ま
ま
六
年
間
在
京
し

て
、
王
権
を
守
護
す
る
役
割
を
果
た
し
た
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
様
相
は
、

『延
喜
式
』
隼
人
司
式
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
延
喜
式
』
隼
人
司
式
に
は
、
元
日
・
即
位
・
蕃
客
入
朝
等
の
大
儀
、
践
酢
大
嘗
祭
、

行
幸
、
御
薪
進
上
に
お
い
て
、
「
今
来
隼
人
」
が
供
奉
し
、
「
吠
声
」
を
発
す
る
こ
と

が
規
定
さ
れ
て
い
る
（
た
だ
し
蕃
客
入
朝
の
際
に
は
吠
声
を
発
し
な
い
）
。
こ
の
今
来

隼
人
が
大
隅
・
薩
摩
か
ら
の
朝
貢
隼
人
に
相
当
す
る
と
言
わ
れ
、
彼
ら
が
儀
式
や
行

幸
で
吠
声
を
発
す
る
の
は
、
彼
ら
の
吠
声
に
邪
霊
を
払
う
能
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

て

い

た
こ
と
に
よ
る
。
彼
ら
が
六
年
で
交
替
し
た
の
も
、
南
九
州
か
ら
来
て
間
も
な

い
隼
人
の
方
が
、
畿
内
に
定
住
し
て
い
る
隼
人
よ
り
、
呪
力
が
強
い
と
み
な
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

い

た
か
ら
で
あ
る
。
儀
式
・
行
幸
に
お
け
る
隼
人
の
吠
声
は
、
『
延
喜
式
』
以
前
に
明

証

は
な
い
が
、
『
日
本
書
紀
』
巻
二
神
代
下
第
十
段
↓
書
第
二
に
、
火
酢
芹
命
の
苗
商

の
隼
人
に
つ
い
て
、
「
至
レ
今
不
レ
離
二
天
皇
宮
培
之
傍
一
、
代
吠
狗
而
奉
事
者
　
」
と
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
『
万
葉
集
』
に
「
隼
人
の
名
に
負
ふ
夜
声
の
い
ち
し
ろ
く
わ
が
名

は
告
り
つ
妻
と
侍
ま
せ
」
と
い
う
歌
（
巻
二
ー
二
四
九
七
）
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

八
世
紀

に
遡
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
隼
人
の
朝
貢
は
、
延
暦
二
〇
年
（
八
〇
一
）
六
月
に
停
止
さ
れ
る
。
こ
れ
は
そ
の

前
年
の
延
暦
一
九
年
（
八
〇
〇
）
一
二
月
に
実
施
さ
れ
た
大
隅
・
薩
摩
両
国
に
お
け

る
班
田
制
の
施
行
（
『
類
聚
国
史
』
巻
一
五
九
延
暦
一
九
年
一
二
月
辛
未
条
）
と
密
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

な
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
班
田
収
授
法
の
適
用
は
、
隼
人
に
対
す

る
律
令
制
負
担
の
完
全
適
用
を
意
味
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
南
九
州
の
隼
人
が
消
滅
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

た
た
め
、
朝
貢
と
い
う
服
属
儀
礼
も
廃
止
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
大

隅
・
薩
摩
両
国
に
お
け
る
班
田
制
は
、
天
平
二
年
（
七
三
〇
）
に
、
大
宰
府
が

百
姓
の
「
喧
訴
」
を
恐
れ
て
実
施
し
な
い
こ
と
を
申
請
し
認
め
ら
れ
た
経
緯
が
あ
る

（
『続

日
本
紀
』
天
平
二
年
三
月
辛
卯
条
）
。
こ
れ
に
つ
い
て
中
村
明
蔵
氏
は
、
班
田
を

実
施
で

き
る
ほ
ど
田
地
の
面
積
が
十
分
で
な
く
、
有
力
者
の
反
対
も
懸
念
さ
れ
た
た

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

め

と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
延
暦
一
九
年
に
班
田
制
が
実
施

さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
る
条
件
が
整
っ
た
た
め
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
永
山
修
一
氏
は
、
隼
人
に
対
す
る
班
田
制
施
行
を
蝦
夷
政
策
に
関
連
さ
せ
て

よ
り
積
極
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。
永
山
氏
は
、
延
暦
一
九
年
の
班
田
制
施
行
を
、
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こ
の
時
期
に
お
け
る
俘
囚
・
夷
俘
に
対
す
る
調
庸
賦
課
（
『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
七
延

暦
一
七
年
〈
七
九
八
〉
四
月
一
六
日
太
政
官
符
）
、
口
分
田
班
給
（
『
類
聚
国
史
』
巻

八
三

弘
仁
七
年
〈
八
一
六
〉
一
〇
月
辛
丑
条
所
引
延
暦
二
〇
年
格
）
な
ど
に
対
応
す

る
政
策
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
ろ
南
北
の
辺
境
の
居
住
者
に
対
す
る
支
配
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

式
に
大
き
な
変
更
が
加
え
ら
れ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
永
山
氏
が
指
摘
さ
れ
た
事
例
は
、
い
ず
れ
も
移
配
蝦
夷
（
俘
囚
・
夷
俘
）
に
対
す

　
　
　
（
1
7
）

る
法
令
で
、
陸
奥
・
出
羽
に
は
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
延
暦
一
七

年
官
符
は
、
そ
れ
以
前
に
収
取
さ
れ
て
い
た
移
配
俘
囚
の
調
庸
を
、
彼
ら
の
抵
抗
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

強
い
た
め
に
免
除
す
る
と
い
う
法
令
な
の
で
、
や
や
次
元
が
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
し
か
し
大
局
的
な
見
方
を
す
れ
ば
、
永
山
氏
の
指
摘
の
通
り
、
隼
人
に
対
す
る

班

田
制
の
施
行
と
公
民
化
は
、
征
夷
と
い
う
蝦
夷
に
対
す
る
支
配
拡
大
政
策
に
対
応

す
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
桓
武
朝
末
年
に
お
け
る
辺
境
政
策
に
よ
っ
て
、
南
九

州
で
は
隼
人
が
消
滅
し
、
東
北
で
は
蝦
夷
が
消
滅
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、

胆

沢
・
志
波
と
呼
ば
れ
る
広
大
な
北
上
川
中
流
域
を
国
家
の
支
配
領
域
に
組
み
込
ん

だ
段
階
で
征
夷
が
終
結
し
て
い
る
。
蝦
夷
の
上
京
朝
貢
は
、
す
で
に
光
仁
朝
の
宝
亀

五
年
（
七
七
四
）
正
月
に
停
止
さ
れ
て
お
り
（
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
五
年
正
月
庚
申
条
）
、

半
年
後
の
同
年
七
月
に
い
わ
ゆ
る
三
十
八
年
戦
争
が
勃
発
す
る
。
光
仁
・
桓
武
朝
に

お
け
る
辺
境
政
策
の
強
化
は
、
蝦
夷
・
隼
人
と
も
に
、
朝
貢
の
廃
止
と
引
き
替
え
に

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
次

に
、
隼
人
朝
貢
の
停
止
を
伝
え
る
二
つ
の
史
料
を
掲
げ
る
。

【史
料
一
】
『
類
聚
国
史
』
巻
一
九
〇
延
暦
二
〇
年
六
月
壬
寅
（
二
二
日
）
条

　
　
壬
寅
、
停
二
大
宰
府
進
二
隼
人
一
。

【史
料
二
】
『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
四
年
（
八
〇
五
）
正
月
乙
酉
（
一
五
日
）
条

　
　
乙
酉
、
永
停
二
大
替
隼
人
風
俗
歌
舞
一
。

　
隼
人
の
朝
貢
を
停
止
す
る
史
料
が
二
つ
あ
る
理
由
は
、
永
山
修
一
氏
に
よ
っ
て
明

　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
史
料
に
見
え
る
最
後
の
隼
人
朝
貢
は
、
延
暦
一
二
年
で
あ
る

が

（
『類
聚
国
史
』
巻
一
九
〇
延
暦
一
二
年
二
月
己
未
条
）
、
史
料
二
の
延
暦
二
四
年

が

そ
の
一
二
年
後
に
当
た
る
こ
と
か
ら
、
六
年
後
の
延
暦
一
八
年
（
七
九
九
）
に
も

朝
貢
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
延
暦
一
八
年
に
朝
貢
が
行
わ
れ
た
翌
年
に
、
大
隅
・

薩
摩
両
国
で
班
田
制
が
施
行
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
翌
年
の
延
暦
二
〇
年
に
、
大
宰
府

に
対
し
て
隼
人
の
朝
貢
停
止
を
決
定
す
る
指
令
が
出
さ
れ
（
史
料
一
）
、
さ
ら
に
延
暦

一
八
年
に
朝
貢
し
た
隼
人
の
滞
在
期
限
が
満
了
す
る
延
暦
二
四
年
に
、
大
替
隼
人
（
交

替
す
る
朝
貢
隼
人
）
に
よ
る
風
俗
歌
舞
の
奏
上
が
停
止
さ
れ
た
（
史
料
二
）
と
想
定

で

き
る
。
つ
ま
り
延
暦
二
〇
年
は
朝
貢
停
止
の
決
定
、
延
暦
二
四
年
は
朝
貢
隼
人
の

帰
還
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
一
般
に
、
最
後
の
朝
貢
隼
人
は
史
料
二
の
措
置
に
よ
っ
て
南
九
州
に
帰
郷
し
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
多
く
の
朝
貢
隼
人
は
帰
郷
し
た
と
み
る
の
が
自
然
で

あ
ろ
う
が
、
全
員
が
帰
郷
し
た
と
み
る
べ
き
確
証
は
な
い
。
筆
者
は
、
隼
人
の
朝
貢

停
止
に
伴
っ
て
、
朝
貢
隼
人
の
一
部
が
都
城
周
辺
に
抑
留
さ
れ
、
定
住
す
る
こ
と
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
二
二
二
節
で
明
ら
か
に
し
、
そ
の

目
的
・
背
景
に
つ
い
て
は
四
節
で
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
隼
人
の
公
民
化
と
朝
貢
の
停
止
は
、
律
令
制
支
配
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
支
配
の
強

化
で
あ
る
が
、
南
九
州
の
住
民
を
特
殊
な
任
務
か
ら
解
放
し
た
と
い
う
点
で
は
、
負

担
軽
減
策
と
し
て
の
意
味
も
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
延
暦
二
四
年
に
は
、

隼
人
司
に
上
番
す
る
隼
人
の
定
員
が
半
減
さ
れ
、
畿
内
隼
人
の
負
担
も
軽
減
さ
れ
て

い

る
。
そ
れ
を
次
に
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

（
2
）
隼
人
司
に
上
番
す
る
隼
人
の
削
減
…
…
延
暦
二
四
年
（
八
〇
五
）

　
都
城
の
周
辺
に
居
住
す
る
隼
人
に
は
、
大
隅
・
薩
摩
か
ら
六
年
交
替
で
朝
貢
し
て

く
る
隼
人
の
ほ
か
に
、
畿
内
に
移
配
さ
れ
て
定
住
す
る
隼
人
が
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち

隼
人
司
に
交
替
で
勤
務
す
る
隼
人
を
「
番
上
隼
人
」
（
『
延
喜
式
』
隼
人
司
式
）
と
言

う
。
彼
ら
は
、
儀
式
・
行
幸
に
奉
仕
し
た
り
、
竹
製
品
を
製
作
す
る
な
ど
の
職
務
を

負
っ
た
が
、
隼
人
司
に
上
番
し
な
い
時
に
は
、
課
役
・
兵
役
な
ど
公
民
と
同
等
の
負

担
を
負
っ
た
（
『
令
集
解
』
職
員
令
六
〇
隼
人
司
条
）
。
隼
人
が
畿
内
周
辺
に
移
住
し
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た
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
八
色
の
姓
で
忌
寸
を
賜
姓
さ
れ
た
「
大
隅
直
」
（
『
日
本

書
紀
』
天
武
一
四
年
〈
六
入
五
〉
六
月
甲
午
条
）
ら
が
天
武
朝
以
前
の
移
住
と
み
ら

れ

る
ほ
か
は
、
天
武
＝
年
（
六
入
二
）
の
朝
貢
開
始
の
前
後
に
本
格
的
な
移
住
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

行

わ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
天
武
一
一
年
に
初
め
て
朝
貢
し
た
隼
人
の
一
部
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

そ
の
ま
ま
畿
内
に
定
住
し
た
と
す
る
見
解
も
あ
り
、
そ
の
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら

れ

る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
隼
人
の
移
住
地
は
、
『
延
喜
式
』
隼
人
司
式
に
よ
れ
ば
五
畿

内
お
よ
び
近
江
・
丹
波
・
紀
伊
国
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
特
に
大
河
川
の
沿
岸
や
交

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

通
・
軍
事
上
の
要
衝
に
配
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
隼
人
司
は
衛
門
府
の
被
管
で
、
令
制
に
お
け
る
組
織
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

【史
料
三
】
職
員
令
六
〇
隼
人
司
条

　
　
隼
人
司

　
　
正
一
人
。
掌
、
検
校
隼
人
一
、
及
名
帳
、
教
二
習
歌
僻
一
、
造
作
竹
笠
事
。
佑
一
人
。
令

　
　
史
一
人
。
使
部
十
人
。
直
丁
一
人
。
隼
人
。

　
正
・
佑
・
令
史
の
三
等
官
は
各
一
人
、
使
部
は
一
〇
人
、
直
丁
は
一
人
が
定
員
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
隼
人
に
つ
い
て
は
人
数
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
『
続
日

本
紀
』
神
護
景
雲
元
年
（
七
六
七
）
九
月
己
未
条
に
は
、
「
隼
人
司
隼
人
百
十
六
人
」

に
有
位
無
位
を
論
ぜ
ず
爵
一
級
を
賜
う
こ
と
が
見
え
る
が
、
こ
の
一
一
六
人
が
当
時

に
お
け
る
隼
人
司
隼
人
の
定
員
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
初
め
て
隼
人
司
に

上
番
す
る
隼
人
の
定
数
が
見
え
る
の
は
、
延
暦
二
四
年
二
月
一
〇
日
太
政
官
奏
と
、

そ
れ
に
対
応
す
る
同
年
一
二
月
七
日
の
徳
政
相
論
の
記
事
で
あ
る
。

【史
料
四
】
『
類
聚
三
代
格
』
巻
四
延
暦
二
四
年
＝
月
一
〇
日
太
政
官
奏

　
　
太
政
官
謹
奏

　
　
　
応
レ
停
二
減
雑
色
等
一
事

　
　
　
隼
人
八
十
人
〈
減
冊
人
、
定
二
冊
人
一
〉
　
男
冊
人
く
減
一
廿
人
一
、
定
廿
人
一
V

　
　
　
女
冊
人
〈
減
一
廿
人
一
、
定
廿
人
〉

　
　
以
前
伏
奉
二
勅
旨
・
、
頃
年
営
造
未
レ
已
、
黎
民
或
レ
弊
。
念
二
彼
勤
労
一
、
事
須
二
衿

　
　
皿
一
。
加
以
時
遭
二
災
疫
一
、
頗
損
二
農
業
一
。
今
難
レ
有
レ
年
、
未
レ
聞
レ
復
レ
業
。
宜
二

　
　
量
レ
事
優
衿
、
令
〃
得
二
存
済
一
者
。
官
議
商
量
、
具
件
如
レ
前
。
具
録
二
事
状
一
。
伏

　
　
聴
・
天
裁
一
。
謹
以
申
聞
謹
奏
。

　
　
　
　

延
暦
二
十
四
年
十
一
月
十
日

　
　
聞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
〈
〉
内
は
割
注
、
以
下
同
じ
）

【史
料
五
】
『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
四
年
一
二
月
壬
寅
（
七
日
）
条

　
　
壬
寅
、
公
卿
奏
議
日
、
伏
奉
二
論
旨
一
、
営
造
未
レ
已
、
黎
民
或
レ
弊
。
念
二
彼
勤
労
一
、

　
　
事
須
二
衿
皿
一
。
加
以
時
遭
二
災
疫
一
、
頗
損
二
農
桑
一
。
今
錐
レ
有
レ
年
、
未
レ
聞
レ
復
レ

　
　
業
。
宜
二
量
レ
事
優
衿
令
ワ
得
二
存
済
一
者
。
臣
等
商
量
、
伏
望
所
二
点
加
一
仕
丁
一
千

　
　
二
百

八
十
一
人
、
依
レ
数
停
却
。
又
衛
門
府
衛
士
四
百
人
、
減
二
七
十
人
一
。
左
右

　
　
衛
士
府
各
六
百
人
、
毎
滅
二
一
百
人
一
。
隼
人
男
女
各
冊
人
、
毎
減
二
廿
人
一
。
雅

　
　
楽
歌
女
五
十
人
、
減
二
計
人
一
。
仕
女
一
百
十
人
、
減
二
廿
八
人
一
。
（
略
）

　
史
料
四
・
五
と
も
に
、
桓
武
天
皇
の
勅
旨
を
承
け
て
、
隼
人
八
〇
人
（
男
四
〇
人
・

女
四

〇

人
）
を
、
四
〇
人
（
男
二
〇
人
・
女
二
〇
人
）
に
半
減
す
る
と
い
う
内
容
と

　
　
　
　
（
2
4
）

な
っ
て
い
る
。
史
料
四
の
一
一
月
一
〇
日
は
太
政
官
が
論
奏
式
を
提
出
し
た
日
、
史

料
五

の
一
二
月
七
日
は
桓
武
が
御
画
の
「
聞
」
を
書
い
て
認
可
し
た
日
と
思
わ
れ
る
。

史
料
五
の
後
略
部
分
に
は
、
調
の
品
目
変
更
や
当
年
の
庸
の
免
除
な
ど
、
税
制
上
の

負
担
軽
減
策
が
続
き
、
そ
れ
を
桓
武
が
認
可
し
た
後
に
、
徳
政
相
論
が
行
わ
れ
る
と

い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

　
徳
政
相
論

に
よ
る
「
軍
事
と
造
作
」
（
征
夷
と
造
都
）
の
停
止
と
同
じ
日
に
、
隼
人

の
定
数
が
削
減
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
が
徳
政
相
論
に
伴
う
負
担
軽
減
策
の
一

環
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
同
じ
延
暦
二
四
年
の
正
月
に
は
、
大
替
隼
人
の
風

俗
歌
舞
奏
上
が
停
止
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
桓
武
朝
末
年
に
お
け
る
一
連
の
負
担

軽
減
策
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
定
め
ら
れ
た
隼
人
の
定
数
（
男

二

〇
人
・
女
二
〇
人
）
は
、
隼
人
司
を
再
置
し
た
狩
野
文
庫
本
『
類
聚
三
代
格
』
巻

四

大
同
三
年
七
月
二
六
日
太
政
官
奏
に
継
承
さ
れ
て
い
る
（
史
料
六
）
。
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（
3
）
隼
人
司
の
廃
止
と
再
置
…
…
大
同
三
年
（
八
〇
八
）

　
令
制
の
隼
人
司
に
は
、
①
畿
内
周
辺
の
隼
人
の
統
轄
、
②
軍
事
的
任
務
、
③
天
皇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

の
権
威
発
揚

と
い
う
三
つ
の
役
割
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
①
は
移
配
隼
人
と
朝
貢

隼
人
の
統
轄
で
あ
り
、
歌
舞
の
教
習
や
竹
器
の
製
作
を
行
っ
た
（
職
員
令
六
〇
隼
人

司
条
）
。
②
は
隼
人
司
が
大
宝
・
養
老
令
制
で
衛
門
府
、
大
同
三
年
の
再
置
以
後
は
兵

部
省
の
所
管
で
あ
る
こ
と
、
隼
人
が
宝
亀
二
年
（
七
七
一
）
ま
で
帯
剣
し
て
い
た
こ

と
（
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
二
年
三
月
戊
辰
条
）
な
ど
か
ら
指
摘
さ
れ
る
。
③
は
元
日
朝

賀
・
蕃
客
入
朝
・
即
位
式
・
大
嘗
会
・
御
薪
な
ど
の
儀
式
や
行
幸
へ
の
関
与
で
あ
り
、

隼
人
は
隼
人
司
の
官
人
に
率
い
ら
れ
て
こ
れ
ら
の
行
事
に
参
加
し
、
天
皇
の
権
威
を

飾
る
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

　
隼
人
司
は
、
平
城
朝
の
大
同
三
年
（
八
〇
八
）
正
月
に
、
衛
門
府
に
併
合
さ
れ
る

形
で
廃
止

さ
れ
、
半
年
後
の
同
年
七
月
に
、
衛
門
府
が
左
右
衛
士
府
に
併
合
さ
れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
再
置
さ
れ
る
（
史
料
六
お
よ
び
『
日
本
後
紀
』
大
同
三
年
八
月
庚
戌

朔
条
）
。

【史
料
六
】
狩
野
文
庫
本
『
類
聚
三
代
格
』
巻
四
大
同
三
年
七
月
二
六
日
太
政
官
奏

　
　
太
政
官
謹
奏

　
　
　

隼
人
司

　
　
　
　
正
一
員
。
令
史
一
員
。
使
部
四
員
。
直
丁
一
人
。
大
衣
二
人
。

　
　
　
　
隼
人
冊
人
。
〈
男
廿
人
。
女
廿
人
。
〉

　
　
右
、
准
二
今
年
正
月
廿
五
日
詔
書
一
、
廃
二
省
件
司
’
、
併
二
衛
門
府
一
。
而
今
廃
二
衛

　
　
門
府
・
、
混
二
於
左
右
衛
士
府
一
。
夫
衛
士
府
者
、
所
レ
掌
惟
劇
、
不
レ
須
二
兼
領
・
。

　
　
伏
請
、
更
置
二
件
司
一
、
隷
・
丘
ハ
部
省
皿
。
其
隼
人
者
、
延
暦
廿
四
年
十
二
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
格
、
減
二
省
旧
数
一
、
依
レ
件
定
レ
之
。
又
延
暦
十
四
年
閏
七
月
十
日
格
、
減
二
定
使

　
　
部
六
人
一
。
凡
十
羊
九
牧
、
已
非
二
政
道
’
。
亦
請
レ
省
・
除
佑
員
一
。
使
部
准
レ
此
減

　
　
定
。
臣
等
商
量
所
レ
定
、
具
レ
件
如
レ
前
。
謹
録
二
事
状
一
。
伏
聴
二
天
裁
’
。
謹
以
申

　
　
聞
。
謹
奏
。

大
同
三
年
七
月
廿
六
日

　
　
聞

　
史
料
六
に
は
、
隼
人
司
の
廃
止
か
ら
再
置
ま
で
の
経
過
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
廃

止
の
理
由
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
再
置
の
理
由
も
衛
士
府
が
多
忙
で
あ
る
た
め
「
兼

領
」
で
き
な
い
こ
と
を
述
べ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
時
期
的
に
み
て
、
平
城
朝
に

行
わ
れ
た
中
央
諸
官
司
の
再
編
の
一
環
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
平
城
朝

に
統
廃
合
さ
れ
た
官
司
は
一
八
司
に
及
ぶ
が
、
い
ず
れ
も
令
内
の
小
規
模
官
司
で
あ

（2
6
）

る
。
隼
人
司
が
他
の
小
規
模
官
司
と
と
も
に
整
理
の
対
象
に
な
っ
た
の
は
、
朝
貢
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

停
止

に
よ
っ
て
そ
の
存
在
意
義
が
低
下
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
、
隼
人
司
に
上
番
す

る
隼
人
が
四
〇
人
に
半
減
さ
れ
た
こ
と
も
要
因
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
で

は
、
隼
人
司
の
再
置
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
平
城

朝
に
統
廃
合
さ
れ
た
官
司
の
う
ち
、
平
城
朝
の
う
ち
に
復
活
し
た
の
は
、
隼
人
司
が

　
　
　
　
（
2
8
）

唯
一
で
あ
る
。
采
女
司
の
よ
う
に
、
平
城
朝
に
統
廃
合
さ
れ
な
が
ら
嵯
峨
朝
に
入
っ

て

か

ら
復
活
し
た
官
司
は
存
在
す
る
が
、
平
城
朝
の
う
ち
に
復
活
し
た
の
は
隼
人
司

だ

け
な
の
で
あ
る
。
隼
人
の
歌
舞
や
吠
声
は
、
九
世
紀
初
頭
の
儀
式
や
行
幸
に
お
い

て

も
な
お
重
要
で
あ
っ
た
た
め
に
、
衛
府
制
度
の
改
編
に
連
動
し
て
隼
人
司
を
復
活

さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
再
置
さ
れ
た
隼
人
司
は
、
か
つ
て
行
わ
れ
て
い
た

隼
人
の
朝
貢
を
、
畿
内
隼
人
に
よ
っ
て
再
現
す
る
役
割
を
担
う
の
で
あ
る
。

　
永
山
修
一
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
再
置
さ
れ
た
隼
人
司
は
、
畿
内
近
国
の
隼

人
に
よ
っ
て
朝
貢
隼
人
の
儀
礼
を
擬
制
し
て
お
り
、
彼
ら
が
行
っ
た
歌
舞
や
吠
声
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

南
九
州
と
は
無
縁
の
形
で
継
承
・
再
生
産
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
を
行
う
こ
と
が
、

隼
人
司
復
活
の
主
な
目
的
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
新
た
な
問
題
点

が
浮
上
す
る
。
そ
れ
は
、
朝
貢
隼
人
が
発
す
る
吠
声
の
呪
力
を
深
く
信
じ
て
い
た
古

代
の
王
権
が
、
朝
貢
の
停
止
と
と
も
に
、
畿
内
隼
人
に
そ
の
役
割
を
直
ち
に
代
行
さ

せ

た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
隼
人
が
畿
内
に
移
住
し
た
と
さ
れ
る
天
武
朝

は
、
平
城
朝
よ
り
一
二
〇
年
ほ
ど
前
で
あ
り
、
す
で
に
世
代
交
代
が
進
ん
で
い
て
、

朝
貢
隼
人
と
同
等
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
呪
力
を
期
待
す
る
こ
と
は
、
困
難
で
あ
る
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と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
を
解
く
鍵
は
、
隼
人
司
再
置
の
半
年
後
に
発
令
さ
れ
た
『
日
本
後
紀
』

大

同
三
年
一
二
月
壬
子
条
の
勅
と
、
そ
れ
と
同
じ
内
容
を
持
つ
『
類
聚
三
代
格
』
大

同
四
年
（
八
〇
九
）
正
月
七
日
太
政
官
符
の
中
に
存
在
す
る
。
こ
の
史
料
は
、
こ
れ

ま
で
の
隼
人
研
究
の
中
で
ほ
と
ん
ど
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
隼
人
司
再
置
の

直
後
に
発
令
ざ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
り
、
九
世
紀
の
隼
人
お
よ
び
隼

人

司
を
理
解
す
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
史
料

は

難
解
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
読
み
解
く
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
こ
の
史
料
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
『
延
喜
式
』
隼
人
司
式
の
今
来
隼
人

に
関
す
る
条
文
を
先
に
検
討
し
、
そ
の
知
見
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
大
同

三
年
一
二
月
勅
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

②
『
延
喜
式
』
に
見
え
る
今
来
隼
人

（
1
）
今
来
隼
人
と
番
上
隼
人

　
『
延
喜
式
』
に
お
け
る
今
来
隼
人
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
中
村
明
蔵
氏
の
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

究

に
よ
っ
て
『
延
喜
式
』
に
見
え
る
隼
人
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。
使
用
す

る
の
は
主
に
隼
人
司
式
で
あ
る
が
、
隼
人
司
式
に
は
「
凡
」
で
始
ま
る
条
文
が
一
九

条
あ
り
、
一
四
条
目
の
次
に
あ
る
「
年
料
竹
器
」
の
条
を
含
め
る
と
、
二
〇
の
条
文

が
あ
る
。
以
下
、
本
稿
で
は
、
条
文
を
特
定
し
や
す
く
す
る
た
め
に
、
二
〇
の
条
文

に
便
宜
上
①
～
⑳
の
番
号
を
付
す
こ
と
に
し
た
い
。
テ
キ
ス
ト
に
は
虎
尾
俊
哉
校
注

『神
道
大
系
　
古
典
編
一
二
　
延
喜
式
（
下
）
』
（
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
九
三
年
）

を
使
用
し
た
。

　
（
a
）
大
衣
二
人
…
…
譜
第
の
内
か
ら
選
び
、
大
隅
を
左
、
阿
多
を
右
と
す
る
。
隼

　
　
　
人

を
教
導
し
、
雑
物
を
催
造
し
、
吠
声
を
教
習
す
る
〔
隼
人
司
式
①
③
⑤
⑧

　
　
　
⑨
条
〕
。

　
（
b
）
番
上
隼
人
二
〇
人
…
…
畿
内
近
国
の
「
幹
了
者
」
を
補
任
。
儀
式
・
行
幸
に

　
　
　

参
加
す
る
。
大
衣
に
次
ぐ
力
量
の
あ
る
者
か
〔
隼
人
司
式
①
③
⑩
条
〕
。

　
（
c
）
今
来
隼
人
二
〇
人
…
…
本
来
は
南
九
州
か
ら
上
京
し
た
隼
人
。
儀
式
・
行
幸

　
　
　

で
吠
声
を
発
す
る
〔
隼
人
司
式
①
②
③
④
⑦
⑧
⑪
⑫
条
〕
。

　
（
d
）
白
丁
隼
人
二
三
］
人
…
…
大
儀
の
際
に
喚
集
さ
れ
る
「
諸
国
隼
人
」
（
隼
人

　
　
　
司
式
⑥
条
）
に
あ
た
る
〔
隼
人
司
式
①
条
〕
。

　
（
e
）
作
手
隼
人
二
〇
人
…
…
兵
部
省
式
に
二
〇
人
と
規
定
さ
れ
、
隼
人
司
式
に
よ

　
　
　
れ
ば

こ
の
う
ち
二
人
が
油
絹
を
製
作
。
一
八
人
が
竹
器
を
製
作
か
〔
兵
部
省

　
　
　
式
勘
籍
補
条
、
隼
人
司
式
⑬
条
〕
。

　
『
延
喜
式
』
に
見
え
る
隼
人
は
以
上
の
五
種
類
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
大
衣
は
、
大
同

三
年
に
隼
人
司
が
再
置
さ
れ
た
際
に
初
め
て
見
え
る
も
の
で
（
史
料
六
）
、
隼
人
か
ら

選
ば

れ

な
が
ら
官
人
に
近
い
立
場
で
あ
り
、
白
丁
隼
人
は
大
儀
の
際
に
臨
時
に
召
集

さ
れ
る
隼
人
で
あ
る
。
よ
っ
て
隼
人
司
の
隼
人
と
言
え
ば
、
残
る
番
上
隼
人
・
今
来

隼
人
・
作
手
隼
人
が
該
当
し
そ
う
で
あ
る
が
、
三
者
の
合
計
は
六
〇
人
で
あ
っ
て
、

延
暦
二
四
年
・
大
同
三
年
に
定
め
ら
れ
た
隼
人
司
の
隼
人
四
〇
人
（
男
二
〇
人
＋
女

二
〇

人
）
に
合
致
し
な
い
。
今
来
隼
人
は
朝
貢
隼
人
を
継
承
す
る
も
の
な
の
で
、
本

来
は
隼
人
司
の
隼
人
の
定
員
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
番
上
隼
人
と
作
手

隼
人
の
計
四
〇
人
が
定
員
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
番
上
隼
人
二
〇
人
は
、
儀
式
・

行
幸
に
横
刀
を
持
っ
て
参
加
す
る
の
で
（
隼
人
司
式
①
③
条
）
、
全
員
が
男
性
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

た
ら
し
い
。
作
手
隼
人
二
〇
人
の
性
別
は
不
明
で
あ
る
が
、
両
者
の
合
計
四
〇
人
は
、

延
暦
二
四
年
・
大
同
三
年
の
定
員
を
継
承
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

　
隼
人
司
式
の
今
来
隼
人
に
関
す
る
条
文
を
見
て
み
る
と
、
吠
声
を
発
す
る
こ
と
が

そ
の
主
な
任
務
で
あ
る
こ
と
、
装
束
に
特
徴
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

【史
料
七
】
『
延
喜
式
』
隼
人
司
式
①
大
儀
条

　
　
凡
元
日
即
位
及
蕃
客
入
朝
等
儀
、
官
人
二
人
、
史
生
二
人
率
二
大
衣
二
人
、
番
上

　
　
隼
人
廿
人
、
今
来
隼
人
廿
人
、
白
丁
隼
人
一
百
舟
二
人
一
、
分
陣
二
応
天
門
外
之

　
　
左
右
一
（
注
略
）
。
群
官
初
入
自
二
胡
床
一
起
、
今
来
隼
人
発
二
吠
声
一
三
節
く
蕃
客
入
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朝
、
不
レ
在
吠
限
V
。
其
官
人
著
当
色
横
刀
一
。
大
衣
及
番
上
隼
人
著
・
当
色
横
刀
、

　
　
白
赤
木
綿
、
耳
形
髪
一
。
自
余
隼
人
皆
著
大
模
布
杉
（
注
略
）
、
布
袴
（
注
略
）
、

　
　
緋
吊
肩
巾
、
横
刀
、
白
赤
木
綿
、
耳
形
璽
’
審
上
隼
人
已
上
横
刀
私
備
〉
。
執
楯
槍
一

　
　
並
坐
二
胡
床
一
。

【史
料
八
】
『
延
喜
式
』
隼
人
司
式
③
駕
行
条

　
　
凡
遠
従
駕
行
者
、
官
人
二
人
、
史
生
二
人
、
率
二
大
衣
二
人
、
番
上
隼
人
四
人
及

　
　
今
来
隼
人
十
人
一
供
奉
。
蕃
上
已
上
並
帯
横
刀
’
騎
レ
馬
。
但
大
衣
已
下
著
木
綿
撃
。
剤

　
　
来
著
緋
肩
巾
、
木
綿
墨
、
帯
二
横
刀
、
執
レ
槍
歩
行
。
〉
其
駕
経
二
国
界
及
山
川
道
路
之

　
　
曲
一
、
今
来
隼
人
為
レ
吠
。

　
元

日
・
即
位
・
蕃
客
入
朝
の
際
、
番
上
隼
人
の
装
束
は
基
本
的
に
官
人
・
大
衣
と

同
じ
で
あ
る
が
、
今
来
隼
人
の
装
束
は
白
丁
隼
人
と
同
じ
で
あ
る
（
史
料
七
）
。
両
者

と
も
に
横
刀
を
持
つ
が
、
番
上
隼
人
の
そ
れ
は
私
備
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

来
隼
人
の
横
刀
と
は
異
な
る
高
級
品
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
行
幸
の
際

に
は
、
番
上
隼
人
が
官
人
・
大
衣
と
と
も
に
横
刀
を
帯
び
て
馬
に
乗
る
の
に
対
し
て
、

今
来
隼
人
は
横
刀
の
ほ
か
に
槍
を
持
っ
て
歩
行
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
史
料

八
）
。
さ
ら
に
今
来
隼
人
は
緋
吊
の
肩
巾
（
領
巾
）
を
着
用
し
た
（
史
料
七
・
八
）
が
、

こ
れ
は
領
巾
の
持
つ
呪
力
に
関
わ
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
、
し
か
も
領
巾
は
一
般
に
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

色
で
あ
っ
て
、
緋
色
の
領
巾
は
隼
人
以
外
に
類
例
を
見
出
せ
な
い
と
い
う
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
番
上
隼
人
の
装
束
は
官
人
に
近
い
が
、
今
来
隼
人
の
そ
れ
は

夷
秋
と
し
て
の
性
格
が
強
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
今
来
隼
人
が

呪
力
に
富
ん
だ
吠
声
を
発
す
る
の
に
対
し
て
、
番
上
隼
人
は
そ
れ
を
発
し
な
い
こ
と

に
も
対
応
す
る
。
儀
式
・
行
幸
を
見
る
者
に
と
っ
て
、
番
上
隼
人
か
今
来
隼
人
か
は

装
束
に
よ
っ
て
一
目
瞭
然
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
儀
式
・
行
幸
に
参
加
す
る
隼
人

に

こ
の
よ
う
な
差
異
を
設
け
た
の
は
、
お
そ
ら
く
番
上
隼
人
が
早
く
か
ら
畿
内
に
定

住
し
、
“
王
化
”
に
浴
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
今
来
隼
人
は
朝
貢
隼
人
を
継
承
す
る

も
の
で
あ
る
た
め
、
“
野
俗
性
”
が
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
野
俗
に
富
ん
だ
辺
境

の

夷
秋
が
朝
貢
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
擬
制
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
天
皇
の
有

徳
を
可
視
的
に
表
現
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

（
2
）
今
来
隼
人
と
白
丁
隼
人

　
と
こ
ろ
で
、
今
来
隼
人
に
は
二
〇
人
と
い
う
定
数
が
あ
る
（
隼
人
司
式
①
⑫
条
）

が
、
今
来
隼
人
が
大
隅
・
薩
摩
の
朝
貢
隼
人
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、

そ
の
人
数
は
あ
ま
り
に
少
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
八
世
紀
ま
で
の
事
例

を
見
て
み
る
と
、
朝
貢
隼
人
の
人
数
は
、
持
統
元
年
（
六
八
七
）
に
三
三
七
人
、
同

三

年
（
六
八
九
）
に
一
七
四
人
、
和
銅
二
年
（
七
〇
九
）
に
一
八
八
人
、
養
老
七
年

（七
二

三
）
に
六
二
四
人
、
天
平
七
年
（
七
三
五
）
に
二
九
六
人
と
い
う
人
数
が
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
養
老
七
年
が
特
に
多
い
の
は
、
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
に
起
き
た
隼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

人

の
反
乱
が
鎮
定
さ
れ
た
後
の
朝
貢
で
あ
る
か
ら
で
、
こ
れ
を
例
外
と
す
れ
ば
、
朝

貢
隼
人
の
人
数
は
、
お
お
よ
そ
二
〇
〇
～
三
〇
〇
人
前
後
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

八
世
紀
の
儀
式
、
特
に
元
日
・
即
位
・
蕃
客
入
朝
（
大
儀
）
に
は
、
数
百
人
の
朝
貢

隼
人
が
参
加
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
継
承
す
る
今
来
隼
人
が
二
〇
人
と
い
う

の

は
、
少
な
す
ぎ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
白
丁
隼
人
の
存
在
で
あ
る
。
白
丁
隼
人
は
一
三
二
人

で

あ
り
、
大
儀
の
際
に
、
大
衣
二
人
、
番
上
隼
人
二
〇
人
、
今
来
隼
人
二
〇
人
と
と

も
に
儀
式
に
参
加
し
た
が
、
今
来
隼
人
と
白
丁
隼
人
の
装
束
は
、
史
料
七
に
「
自
余

隼
人
」
と
し
て
一
括
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
全
く
同
一
で
あ
っ
た
。
両
者

と
も
に
緋
色
（
朱
色
に
近
い
色
）
の
肩
巾
を
着
用
し
、
楯
（
隼
人
司
式
⑱
条
、
平
城

宮
跡
第
一
四
次
調
査
で
出
土
し
た
い
わ
ゆ
る
「
隼
人
の
楯
」
）
と
槍
を
持
っ
て
儀
式
に

参
加
す
る
の
で
あ
り
、
か
な
り
目
立
つ
存
在
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
大
儀
に
お
け

る
今
来
隼
人
と
白
丁
隼
人
の
違
い
は
、
吠
声
を
発
す
る
か
否
か
で
あ
り
、
両
者
の
合

計
一
五
二
人
は
、
八
世
紀
に
お
け
る
朝
貢
隼
人
の
人
数
と
比
べ
て
も
遜
色
な
い
。

　

つ
ま
り
八
世
紀
に
お
け
る
朝
貢
隼
人
の
役
割
は
、
『
延
喜
式
』
で
は
、
大
儀
な
ど
の

諸
儀
式

と
行
幸
に
参
加
し
て
吠
声
を
発
す
る
今
来
隼
人
と
、
大
儀
の
み
に
参
加
し
て

吠
声
を
発
し
な
い
白
丁
隼
人
に
分
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
今
来
隼
人
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と
白
丁
隼
人
の
役
割
分
担
は
、
隼
人
の
朝
貢
が
停
止
さ
れ
た
時
に
成
立
し
た
と
み
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
今
来
隼
人
に
は
常
に
時
服
や
食
料
な
ど
が
支
給
さ
れ
る
（
隼

人

司
式
⑪
⑫
条
、
史
料
九
・
一
〇
）
が
、
白
丁
隼
人
は
大
儀
の
期
間
に
だ
け
食
料
を

支
給

さ
れ
（
隼
人
司
式
⑥
条
）
、
白
丁
と
し
て
課
役
も
負
担
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
役
割
分
担
は
、
国
家
に
と
っ
て
も
財
政
的
な
負
担
が
少
な
く
て
済
む
の
で
あ
る
。

八
世
紀
の
朝
貢
隼
人
は
数
百
人
で
あ
り
、
そ
の
滞
在
中
の
生
活
費
は
、
後
の
今
来
隼

人

の

よ
う
に
国
家
が
負
担
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
隼
人
の
朝
貢
停
止
は
、

国
家
財
政
に
と
っ
て
も
利
点
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
一
般
に
、
「
今
来
隼
人
」
は
朝
貢
隼
人
を
さ
す
用
語
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
し
か

に
今
来
隼
人
に
は
、
朝
貢
隼
人
を
継
承
す
る
面
が
あ
る
が
、
以
上
の
考
察
か
ら
す
る

と
、
朝
貢
隼
人
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
隼
人
司
式
に
は
、
六
年
一
回
の
朝
貢

や
在
京
勤
務
の
交
替
に
関
す
る
規
定
は
存
在
し
な
い
。
「
今
来
隼
人
」
は
、
朝
貢
停
止

以
後
に
成
立
し
た
呼
称
で
あ
る
可
能
性
が
浮
上
し
て
く
る
。
次
に
隼
人
司
式
⑪
条
と

⑫
条
を
検
討
し
て
、
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

（
3
）
二
種
類
の
今
来
隼
人

　
隼
人
司
式
に
は
、
今
来
隼
人
に
対
す
る
支
給
物
の
規
定
が
二
つ
あ
る
が
、
そ
の
内

容
は

全
く
異
な
っ
て
い
る
。
相
違
点
を
簡
単
に
示
す
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
⑪
今
来
時
服
条
…
《
本
来
の
今
来
隼
人
》
　
時
服
・
米
・
塩
の
待
遇
が
よ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
女
の
区
別
が
あ
る
（
史
料
九
）
。

　
　
⑫
死
　
亡
　
条
…
《
代
用
の
今
来
隼
人
》
　
時
服
・
米
・
塩
の
待
遇
が
右
記
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
劣

る
。
す
べ
て
男
か
（
史
料
一
〇
）
。

【史
料
九
】
『
延
喜
式
』
隼
人
司
式
⑪
今
来
時
服
条

　
　
凡
今
来
隼
人
給
二
時
服
及
塩
一
、
春
夏
男
別
絹
一
尺
、
〈
袴
腰
料
。
〉
布
二
端
、
〈
二
丈

　
　
一
尺
朝
服
一
領
料
、
一
端
衣
二
領
料
、
二
丈
一
尺
袴
三
腰
料
。
〉
庸
布
一
段
、
〈
履
直
。
〉
糸

　
　
三
鉄
、
〈
縫
衣
袴
料
。
〉
塩
一
斗
。
〈
漬
レ
菜
料
。
〉
女
絹
三
丈
、
〈
下
裾
料
。
〉
布
二
端
三

　
　
丈
。
〈
三
丈
衣
二
領
料
、
一
端
表
裾
二
腰
料
、
一
端
下
裾
二
腰
料
。
〉
庸
布
一
段
、
〈
履
直
。
〉

　
　

糸
三
錬
。
〈
縫
衣
裾
料
。
〉
秋
冬
男
絹
一
疋
一
尺
、
綿
三
屯
、
布
二
端
、
庸
布
一
段
、

　
　

糸
三
錬
、
塩
一
斗
。
女
絹
一
疋
、
綿
三
屯
、
布
二
端
三
丈
、
庸
布
］
段
、
糸
三

　
　

鉄
。
其
根
毎
月
一
給
。
男
日
黒
米
三
升
、
塩
三
勺
。
女
日
黒
米
二
升
、
塩
二
勺
。

　
　

其
三
年
一
給
二
布
袋
及
鋪
設
・
。
人
別
調
布
一
端
、
綿
十
三
屯
、
席
一
枚
、
折
薦

　
　

二
枚
。
〈
女
同
。
〉
並
限
二
一
身
’
。
若
有
レ
死
者
、
給
鱒
物
一
。
人
別
施
一
疋
、
調
布

　
　

二
端
、
庸
布
一
段
、
白
米
五
斗
、
酒
一
斗
、
脂
↓
斗
五
升
、
塩
三
升
。

【史
料
一
〇
】
『
延
喜
式
』
隼
人
司
式
⑫
死
亡
条

　
　

凡
今
来
隼
人
身
亡
者
、
択
取
畿
内
隼
人
一
充
之
。
廿
人
為
レ
限
。
其
時
服
春
夏
人

　
　

別
庸
布
一
段
、
秋
冬
庸
布
二
段
、
庸
綿
三
屯
。
根
人
別
日
黒
米
二
升
、
塩
二
勺
。

　
　
亦
三
年
一
度
給
二
布
金
一
。
人
別
調
布
一
端
、
綿
十
三
屯
。

　

隼
人
司
式
⑫
死
亡
条
は
、
隼
人
朝
貢
の
停
止
後
に
、
畿
内
隼
人
に
よ
っ
て
隼
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

朝
貢
が
擬
制
さ
れ
た
証
拠
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
も
言
及
さ
れ
て
き
た
。
今
来
隼
人

の
死
亡

に
よ
る
欠
員
を
、
畿
内
隼
人
に
よ
っ
て
補
う
と
い
う
⑫
死
亡
条
は
、
隼
人
朝

貢
の
停
止
後
に
成
立
し
た
規
定
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
⑪

今
来
時
服
条
に
お
い
て
、
手
厚
く
優
遇
さ
れ
て
い
る
今
来
隼
人
は
、
南
九
州
か
ら
来

た
本
来
の
今
来
隼
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
な
ぜ
本
来
の
今
来
隼
人
の
規
定

で
あ
る
今
来
時
服
条
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
延
喜
式
』
が
杜
撰
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
⑪
今
来
時
服
条
は
隼
人
の
朝
貢
が
行
わ
れ

て

い

た
時
期
の
古
い
規
定
が
残
存
し
た
も
の
で
あ
り
、
⑫
死
亡
条
が
成
立
し
た
段
階

で
削
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
も
解
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
⑪
今
来
時
服
条
は
、
今
来
隼
人
が
上
京
後
⊥
ハ
年
で
帰
郷
す
る
の
で
は
な

く
、
畿
内
に
定
住
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
立
法
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
式

文
の
末
尾
に
、
時
服
・
塩
・
米
・
布
哀
・
鋪
設
の
支
給
に
つ
い
て
、
「
並
限
二
一
身
一
」

と
い
う
一
文
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
支
給
対
象
を
本
人
に
限
り
、
そ

の

子
孫

に
は
支
給
し
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
子
孫
に
対
す
る
支
給
物
の
有
無
を

明
記
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
彼
ら
が
帰
郷
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
子
孫
も
畿
内
で

生
活
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
⑪
今
来
時
服
条
が
規
定
す
る
今
来
隼
人
は
、
畿
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内
に
定
住
し
た
第
一
世
代
の
今
来
隼
人
と
み
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

（
4
）
朝
貢
隼
人
の
抑
留
と
今
来
隼
人
の
成
立

　
で

は
な
ぜ
隼
人
司
式
⑪
今
来
時
服
条
の
よ
う
な
規
定
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
南
九
州
か
ら
来
た
隼
人
が
今
来
隼
人
と
し
て
畿
内
に
定
住
す
る
と
い
う
現
象
は
、

朝
貢
隼
人
を
帰
郷
さ
せ
ず
、
畿
内
に
抑
留
し
た
と
考
え
れ
ば
理
解
し
や
す
い
。
お
そ

ら
く
彼
ら
は
、
大
隅
・
薩
摩
か
ら
上
京
し
た
最
後
の
朝
貢
隼
人
で
あ
り
、
朝
貢
が
停

止

さ
れ
て
も
故
郷
に
帰
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
抑
留
さ
れ
、
定
住
す
る
こ
と

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
最
後
の
朝
貢
隼
人
は
、
延
暦
二
四
年
に
そ
の
多

く
が
帰
郷
を
果
た
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
一
部
が
畿
内
に
残
さ
れ
て
、
引
き
続
き
王

権
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
桓
武
朝
末
年
に
お
い
て
、
朝
貢
隼
人
の
抑
留
に
よ
る
と
は
言
え
、
新
た
に
南
九
州

か

ら
隼
人
が
移
住
し
た
こ
と
に
な
る
。
南
九
州
の
隼
人
が
畿
内
に
移
住
す
る
の
は
、

天
武
朝
以
来
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
さ
に
「
今
来
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い

現
象
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
、
『
延
喜
式
』
に
お
け
る
今
来
隼
人
の
人
数
が
朝
貢
隼
人

に
比
べ
て
極
端
に
少
な
く
、
朝
貢
隼
人
の
役
割
は
今
来
隼
人
と
白
丁
隼
人
が
継
承
し

て

い

る
こ
と
、
「
今
来
隼
人
」
と
い
う
呼
称
は
『
延
喜
式
』
に
し
か
見
え
ず
、
八
世
紀

の
朝
貢
隼
人
は
「
大
隅
隼
人
」
「
薩
摩
隼
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

「今
来
隼
人
」
と
は
、
朝
貢
隼
人
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
天
武
朝
に
移
住
し
た
畿
内
隼

人
に
対
し
て
、
九
世
紀
初
頭
に
新
た
に
畿
内
に
定
住
し
た
南
九
州
の
隼
人
を
さ
す
用

語
で

あ
る
可
能
性
が
浮
上
し
て
く
る
。
五
世
紀
後
半
以
降
に
渡
来
し
た
漢
人
が
、
そ

れ
以
前
の
漢
人
と
区
別
し
て
「
今
来
漢
人
」
と
呼
ば
れ
た
こ
と
も
、
「
今
来
」
の
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
3
6
）

を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
ろ
う
。

　
⑪
今
来
時
服
条
に
は
、
第
一
世
代
の
今
来
隼
人
の
人
数
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

男
女
を
含
ん
で
お
り
、
子
孫
を
残
す
こ
と
を
前
提
に
立
法
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
男
女

比

は
ほ
ぼ
同
数
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
①
大
儀
条
（
史
料
七
）
に
お
い
て
、

武
器
を
持
っ
て
大
儀
に
参
加
す
る
今
来
隼
人
二
〇
人
は
男
性
と
み
ら
れ
、
ま
た
⑫
死

亡

条
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
る
今
来
隼
人
二
〇
人
も
、
時
服
・
食
料
の
男
女
に
よ
る
支

給
量
の

違
い
を
記
さ
な
い
か
ら
、
や
は
り
男
性
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中
務
省

式
時
服
条
に
時
服
の
支
給
対
象
と
し
て
記
さ
れ
る
「
隼
人
廿
人
」
も
、
今
来
隼
人
と

み
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
『
延
喜
式
』
段
階
に
お
け
る
今
来
隼
人
の
定
員
は
二

〇

人

で
あ
り
、
そ
れ
は
す
べ
て
男
性
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
儀
式

に
お
け
る
今
来
隼
人
の
役
割
が
九
世
紀
を
通
じ
て
一
貫
し
て
い
た
と
す
れ

ば
、
第
一
世
代
の
今
来
隼
人
に
も
二
〇
人
程
度
の
男
性
が
含
ま
れ
て
い
た
と
み
ら
れ

る
。
男
女
比
を
同
数
と
す
れ
ば
、
総
数
は
そ
の
二
倍
程
度
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

以
上
の

こ
と
か
ら
、
朝
貢
を
停
止
し
た
段
階
で
畿
内
に
残
さ
れ
た
朝
貢
隼
人
の
人
数

は
、
男
女
合
わ
せ
て
四
〇
人
程
度
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
定
し
て
お
き
た
い
。

　
そ
の
後
、
⑫
死
亡
条
に
よ
り
、
今
来
隼
人
の
欠
員
は
、
男
性
の
み
二
〇
人
を
上
限

と
し
て
畿
内
隼
人
で
補
充
し
続
け
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
『
延
喜
式
』
に
見
る
よ
う
に
、

男
性
の
み
二
〇
人
か
ら
な
る
今
来
隼
人
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
世
代
の

今
来
隼
人
は
男
女
を
含
み
、
子
孫
を
残
す
こ
と
が
で
き
た
が
、
子
孫
は
時
服
等
の
支

給
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
一
般
の
畿
内
隼
人
と
し
て
処
遇
さ
れ
た
ら
し
い
。

今
来
隼
人
の
欠
員
補
充
に
充
て
ら
れ
た
畿
内
隼
人
に
、
第
一
世
代
の
今
来
隼
人
の
子

孫
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
今
来
隼
人
そ
の
も
の
は
世
襲
で
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　
で

は
、
⑫
死
亡
条
が
成
立
し
た
の
は
い
つ
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
隼
人
司
再
置

の

半
年
後
に
発
令
さ
れ
た
『
日
本
後
紀
』
大
同
三
年
（
八
〇
八
）
一
二
月
壬
子
条
お

よ
び
『
類
聚
三
代
格
』
大
同
四
年
（
八
〇
九
）
正
月
七
日
太
政
官
符
が
、
⑫
死
亡
条

の

も
と
に
な
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
節
を
改
め
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

③
大
同
三
年
一
二
月
五
日
勅
と
「
定
額
隼
人
」

　
ま
ず
検
討
の
対
象
と
な
る
二
つ
の
史
料
を
掲
げ
る
。

【史
料
一
二
『
日
本
後
紀
』
大
同
三
年
（
八
〇
八
）
一
二
月
壬
子

（五
日
）
条
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壬
子
、
勅
、
定
額
隼
人
、
若
有
レ
闘
者
、
宜
下
以
二
京
畿
隼
人
一
、
随
レ
闘
便
補
占
之
。

　
　
但
衣
服
根
料
、
莫
レ
同
二
旧
人
・
。
特
准
二
衛
士
・
給
レ
之
。
其
女
者
不
レ
在
－
補
限
’
。

【史
料
一
二
】
『
類
聚
三
代
格
』
巻
四
大
同
四
年
（
八
〇
九
）
正
月
七
日
太
政
官
符

　
　

太
政
官
符

　
　
　
応
レ
充
二
便
補
隼
人
根
一
事

　
　
右
々
大
臣
宣
。
奉
レ
勅
、
定
額
隼
人
、
若
有
レ
闘
者
、
自
今
以
後
、
宜
ト
以
二
京
畿

　
　
隼
人
一
随
レ
閾
便
補
占
之
。
但
衣
服
槙
料
莫
レ
同
二
旧
人
一
。
特
准
二
衛
士
一
給
レ
之
。
其

　
　
女
者
不
レ
在
補
限
一
。

　
　
　
　

大
同
四
年
正
月
七
日

　
史
料
一
一
・
二
一
は
ほ
ぼ
同
文
で
、
史
料
一
二
に
「
応
レ
充
二
便
補
隼
人
根
事
」
と

い
う
事
書
が
あ
る
こ
と
と
、
本
文
中
に
「
自
今
以
後
」
が
あ
る
こ
と
の
み
が
異
な
る
。

日
付
の
違
い
は
、
史
料
一
一
が
平
城
天
皇
の
勅
、
史
料
一
二
が
そ
れ
を
承
け
た
大
臣

宣
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
史
料
一
二
は
弘
仁
兵
部
格
で
、
『
弘
仁
格
抄
』
に
よ
れ
ば
、

本
来
は
隼
人
司
を
再
置
し
た
大
同
三
年
七
月
二
六
日
太
政
官
奏
（
史
料
六
）
の
次
に

配

列
さ
れ
て
い
た
。
現
状
で
は
『
類
聚
三
代
格
』
巻
四
「
加
減
諸
司
官
員
井
廃
置
事
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

に
収
め
ら
れ
て
い
る
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
一
八
七
頁
）
。

　
二

つ
の

史
料
が
定
め
て
い
る
こ
と
は
、
「
定
額
隼
人
」
に
欠
員
を
生
じ
た
場
合
、
今

後
は
「
京
畿
隼
人
」
に
よ
っ
て
「
便
補
」
す
る
こ
と
、
た
だ
し
衣
服
・
根
料
は
旧
人

（本
来
の
定
額
隼
人
）
と
同
じ
く
せ
ず
、
衛
士
に
準
じ
て
支
給
す
る
こ
と
、
女
性
は
補

充

し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
補
充
す
る
「
定
額
隼
人
」
の
こ
と
を
、

史
料
一
二
の
事
書
は
「
便
補
隼
人
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
「
定
額
隼
人
」
が
今
来

隼
人
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
前
節
で
検
討
し
た
隼
人
司
式
⑫
死
亡
条
と
よ
く
似
て
い
る

こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
、
こ
の
史
料
に
言
及
す
る

も
の
は
少
な
く
、
「
定
額
隼
人
」
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
番
上
隼
人
と
す
る
有
力
説
と
、

今
来
隼
人
と
す
る
少
数
説
が
併
存
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の

説

を
検
討
し
、
ど
ち
ら
が
妥
当
で
あ
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
1
）
番
上
隼
人
と
す
る
説

　
番
上
隼
人
の
欠
員
補
充
に
関
す
る
規
定
は
、
隼
人
司
式
⑩
番
上
条
で
あ
る
。

【史
料
一
三
】
『
延
喜
式
』
隼
人
司
式
⑩
番
上
条

　
　
凡
番
上
隼
人
廿
人
、
有
レ
闘
者
取
孟
畿
内
及
近
江
、
丹
波
、
紀
伊
等
国
隼
人
幹

　
　
了
者
一
、
申
レ
省
補
之
。
不
レ
在
下
給
二
時
服
及
槙
’
之
限
上
。

　
史
料
一
一
・
一
二
の
「
定
額
隼
人
」
を
番
上
隼
人
と
す
る
説
で
は
、
「
定
額
隼
人
」

を
史
料
一
三
に
引
き
付
け
て
解
釈
す
る
。

　
○
佐
伯
有
義
編
『
増
補
六
国
史
　
日
本
後
紀
』
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
四
〇
年
）

　
　

二
一
三
頁
頭
注

　
　
「
定
額
隼
人
、
隼
人
式
に
凡
番
上
隼
人
廿
人
有
レ
闘
者
取
二
五
畿
内
及
近
江
丹
波

　
　
紀
伊
等
国
隼
人
幹
了
者
・
申
レ
省
補
レ
之
不
レ
在
下
給
蒔
服
及
根
一
之
限
上
と
あ
り
」

　
○
井
上
辰
雄
『
熊
襲
と
隼
人
』
（
教
育
社
、
一
九
七
八
年
）
一
六
〇
頁

　
　
延

暦
二
四
年
＝
月
太
政
官
奏
を
挙
げ
て
、
「
そ
の
後
、
隼
人
司
の
定
額
隼
人
は

　
　
男
二
〇
人
、
女
二
〇
人
と
な
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
」
と
述
べ
る
。

　
○
黒
板
伸
夫
・
森
田
悌
編
『
訳
注
日
本
史
料
　
日
本
後
紀
』
（
集
英
社
、
二
〇
〇
三

　
　
年
）
補
注
一
二
三
三
頁

　
　
「
定
額
の
隼
人
」
の
補
注
…
「
番
上
隼
人
と
も
。
隼
人
司
に
出
仕
す
る
隼
人
。
延

　
　
暦
二
十
四
年
十
二
月
条
の
公
卿
奏
に
よ
り
、
従
前
の
八
〇
人
の
隼
人
を
男
女
各

　
　
二
〇

人

に
定
め
ら
れ
て
い
た
（
三
代
格
四
に
は
同
年
十
一
月
十
日
太
政
官
奏
と

　
　
し
て
み
え
る
）
。
こ
れ
が
定
額
隼
人
に
当
た
る
。
」

　
　
「
闘
に
随
い
て
便
に
補
す
」
の
補
注
…
「
隼
人
式
一
〇
番
上
隼
人
条
に
（
中
略
）

　
　
と
み
え
る
。
こ
こ
で
二
〇
人
と
あ
る
の
は
延
暦
二
十
四
年
（
八
〇
五
）
十
二
月

　
　
の

公
卿
奏

に
み
え
る
男
女
の
定
額
隼
人
の
う
ち
男
の
み
の
補
充
を
規
定
し
て
い

　
　
る
こ
と
に
よ
る
。
」

　

こ
の
番
上
隼
人
説
の
利
点
は
、
「
定
額
隼
人
」
を
理
解
し
や
す
い
こ
と
で
あ
る
。
隼

人

司
の
隼
人
は
、
職
員
令
で
は
定
数
が
な
い
が
、
延
暦
二
四
年
・
大
同
三
年
に
定
数
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が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
「
定
額
」
は
何
ら
か
の
定
数
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
隼

人
司
に
上
番
す
る
男
二
〇
人
・
女
二
〇
人
の
隼
人
が
「
定
額
隼
人
」
で
あ
る
と
考
え

れ

ば
理
解
し
や
す
く
、
こ
の
う
ち
の
男
二
〇
人
が
史
料
一
三
の
「
番
上
隼
人
廿
人
」

に

対
応
す
る
と
考
え
る
こ
と
に
は
一
定
の
説
得
力
が
あ
る
。

　

し
か
し
番
上
隼
人
説
に
は
、
二
つ
の
問
題
点
が
あ
る
。
一
つ
は
、
欠
員
の
補
充
に

つ
い
て

の

問
題
で
あ
る
。
畿
内
近
国
の
出
身
で
あ
る
番
上
隼
人
が
死
亡
し
た
場
合
、

「京
畿
隼
人
」
か
ら
人
員
を
補
填
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
て
、
隼
人
司
成
立
以
来
、

行
わ
れ
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
大
同
年
間
に
な
っ
て
「
自
今
以
後
」
そ
う
せ
よ
と
命

令
す
る
の
は
不
可
解
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
は
、
時
服
と
食
料
の
支
給
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。
史
料
一
三
に
よ

る
と
、
畿
内
近
国
の
出
身
で
あ
る
番
上
隼
人
は
、
時
服
と
食
料
を
支
給
さ
れ
な
い
。

し
か
し
史
料
一
一
・
一
二
の
「
定
額
隼
人
」
は
、
「
便
補
」
さ
れ
た
者
も
含
め
て
こ
れ

ら
を
支
給
さ
れ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
番
上
隼
人
説
は
、
「
定
額
」
の
説
明
は
容
易
で
あ
る
が
、
史
料
一
一
・
一
二

の
内
容
に
踏
み
込
ん
で
考
え
て
み
る
と
、
成
立
が
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
2
）
今
来
隼
人
と
す
る
説

○
宮
城
栄
昌
『
延
喜
式
の
研
究
　
史
料
篇
』
（
大
修
館
書
店
、
一
九
五
五
年
）

　
　
七
四
九
頁
　
隼
人
司
式
　
隼
人
死
亡
条
の
註

　
　
（
大
同
四
年
正
月
七
日
太
政
官
符
〈
史
料
一
二
〉
を
挙
げ
、
左
記
の
註
を
付
す
）

　
　
「
本
官
符
は
『
日
本
後
紀
』
大
同
三
年
十
二
月
五
日
条
に
所
載
さ
れ
、
佐
伯
有
義

　
　
博
士

は
番
上
隼
人
に
関
す
る
記
事
と
さ
れ
て
い
る
が
、
延
喜
式
文
と
比
較
し
て

　
　
考
え
る
と
、
今
来
隼
人
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
」

　
史
料
＝
・
一
二
の
「
定
額
隼
人
」
を
今
来
隼
人
と
明
言
す
る
の
は
、
管
見
の
限

り
で
は
、
こ
の
宮
城
氏
の
説
と
、
石
村
喜
英
氏
の
説
の
み
で
あ
る
。
宮
城
氏
の
説
は
、

わ
ず
か
に
こ
れ
だ
け
の
記
述
で
あ
り
、
論
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

正
鵠
を
得
て
い
る
と
考
え
る
。
ま
た
石
村
喜
英
氏
は
、
定
額
寺
研
究
の
一
環
と
し
て

こ
の
史
料
に
言
及
し
、
定
額
と
は
一
定
額
の
支
給
物
の
意
味
で
、
そ
れ
を
支
給
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

る
の
は
番
上
隼
人
で
は
な
く
、
今
来
隼
人
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
永
山
修
一
氏
も
、
「
定
額
隼
人
」
そ
の
も
の
に
言
及
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

隼
人
の
朝
貢
を
移
配
隼
人
に
よ
っ
て
擬
制
す
る
と
い
う
文
脈
の
中
で
史
料
一
一
を
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

用
さ
れ
て
お
り
、
今
来
隼
人
説
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
今
来
隼
人
説
の
利
点
は
四
つ
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
欠
員
を
京
畿
内
か
ら
補
充
す

る
こ
と
を
命
じ
る
意
味
が
整
合
的
に
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
隼
人
朝
貢
の
停
止

に
よ
り
、
大
隅
・
薩
摩
か
ら
今
来
隼
人
が
補
充
さ
れ
な
い
の
で
、
定
額
隼
人
が
死
亡

し
た
場
合
に
は
、
「
自
今
以
後
」
京
畿
隼
人
か
ら
便
補
せ
よ
と
命
じ
る
こ
と
は
、
法
令

と
し
て
合
理
性
が
あ
る
。

　
第
二
に
、
今
来
隼
人
に
は
、
畿
内
隼
人
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
た
者
も
含
め
て
食
料

と
時
服
が
支
給
さ
れ
る
が
（
隼
人
司
式
⑪
⑫
条
、
史
料
九
二
〇
）
、
そ
れ
が
史
料
一

一
・

一
二
の

内
容
と
一
致
す
る
こ
と
で
あ
る
。
便
補
さ
れ
た
定
額
隼
人
は
今
来
隼
人

と
し
て
働
く
の
で
、
食
料
と
時
服
を
支
給
す
る
が
、
大
隅
・
薩
摩
出
身
の
「
旧
人
」

と
違
っ
て
京
畿
内
の
出
身
な
の
で
、
支
給
量
を
減
ら
し
て
衛
士
と
同
じ
く
す
る
、
と

解
釈
で
き
る
。
こ
れ
も
ま
た
法
令
と
し
て
合
理
的
で
あ
ろ
う
。

　

第
三
に
、
史
料
一
一
・
一
二
に
お
い
て
、
便
補
さ
れ
た
定
額
隼
人
の
衣
服
・
根
料

は
、
衛
士
に
準
じ
て
支
給
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
『
延
喜
式
』
に
お
い
て
畿
内

隼
人
で
補
充
さ
れ
た
今
来
隼
人
の
時
服
と
、
衛
士
の
時
服
の
支
給
量
が
一
致
す
る
こ

と
で
あ
る
。
隼
人
司
式
⑫
死
亡
条
（
史
料
一
〇
）
に
よ
れ
ば
、
畿
内
隼
人
か
ら
補
充

さ
れ
た
今
来
隼
人
に
支
給
す
る
時
服
は
、
「
春
夏
人
別
庸
布
一
段
、
秋
冬
庸
布
二
段
、

庸
綿
三
屯
」
で
あ
り
、
中
務
省
式
時
服
条
に
は
、
衛
士
の
時
服
が
「
衛
士
駕
輿
丁
商

布
一
段
。
〈
秋
二
段
、
綿
三
屯
。
〉
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
庸
布
と
商
布
の
違
い
は
あ
る

が
、
支
給
量
に
つ
い
て
は
、
季
節
に
よ
る
増
減
も
含
め
て
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。

史
料
＝
・
一
二
と
隼
人
司
式
を
対
応
さ
せ
る
と
、
「
旧
人
」
の
支
給
額
を
規
定
し
た

の

が
⑪
今
来
時
服
条
で
あ
り
、
「
便
補
隼
人
」
の
支
給
額
を
規
定
し
た
の
が
⑫
死
亡
条

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
衛
士
の
支
給
額
を
隼
人
に
準
用
し
た
の
は
、
隼
人
司
が
令
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制
で
は
衛
門
府
の
被
管
、
大
同
三
年
七
月
以
後
は
兵
部
省
の
被
管
で
あ
り
、
両
者
は

配

属
先
が
近
い
こ
と
、
儀
式
や
行
幸
に
供
奉
す
る
な
ど
、
そ
の
役
割
に
も
類
似
す
る

面
が
あ
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
第
四
に
、
史
料
一
一
・
一
二
は
、
欠
員
の
補
充
に
つ
い
て
「
其
女
者
不
レ
在
二
補
限
一
」

と
記
し
、
男
性
の
み
を
補
充
す
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
『
延
喜
式
』
の
規
定
と

合
致
す
る
こ
と
で
あ
る
。
⑪
今
来
時
服
条
に
よ
れ
ば
、
第
一
世
代
の
今
来
隼
人
に
は

男
女
に
よ
っ
て
支
給
物
の
量
に
差
が
あ
る
が
、
⑫
死
亡
条
に
は
そ
れ
が
な
く
、
畿
内

隼
人
で
補
充
さ
れ
る
の
は
男
性
の
み
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
以
上
の

こ
と
か
ら
、
史
料
二
・
一
二
の
「
便
補
隼
人
」
と
は
、
畿
内
に
定
住
し

た
今
来
隼
人
に
欠
員
が
生
じ
た
場
合
に
、
畿
内
隼
人
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
た
隼
人
を

さ
す
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
隼
人
司
式
⑫
死
亡
条
は
、
史
料
一
一
・
一
二
す
な
わ

ち
大
同
三
年
一
二
月
五
日
勅
ま
た
は
大
同
四
年
正
月
七
日
太
政
官
符
に
よ
っ
て
成
立

し
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
大
同
三
年
一
二
月
勅
は
、
半
年

前
の
大
同
三
年
七
月
に
行
わ
れ
た
隼
人
司
の
復
活
に
関
連
し
て
出
さ
れ
た
勅
で
あ

り
、
儀
式
や
行
幸
で
吠
声
を
発
す
る
今
来
隼
人
と
、
そ
れ
を
統
轄
す
る
隼
人
司
を
維

持
し
よ
う
と
す
る
平
城
天
皇
の
意
思
に
基
づ
く
政
策
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
最
後
に
残
さ
れ
た
問
題
は
、
「
定
額
隼
人
」
の
意
味
で
あ
る
。
「
定
額
」
と
は
何
ら

か

の
定
数
を
さ
す
言
葉
で
あ
ろ
う
か
ら
、
朝
貢
を
停
止
し
た
段
階
で
畿
内
に
残
さ
れ

た
隼
人
の
人
数
（
二
節
（
4
）
で
述
べ
た
よ
う
に
四
〇
人
程
度
と
推
定
さ
れ
る
）
を

さ
す
か
、
彼
ら
に
支
給
さ
れ
る
一
定
額
の
時
服
や
食
料
の
こ
と
を
さ
す
と
み
る
べ
き

で

あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
隼
人
朝
貢
の
停
止
に
際
し
て
、
四
〇
人
程
度
の
隼

人
の

男
女
が
、
一
定
額
の
時
服
や
食
料
の
支
給
を
条
件
に
畿
内
に
定
住
さ
せ
ら
れ
、

儀
式
や
行
幸
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
隼
人
の
こ

と
を
「
定
額
隼
人
」
ま
た
は
「
今
来
隼
人
」
と
呼
ん
だ
と
推
定
さ
れ
る
。

④
律
令
国
家
転
換
期
の
隼
人
・
蝦
夷
政
策

　
本
節
で

は
、
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
し
た
桓
武
朝
末
年
か
ら
平
城
朝
に
か
け
て
の

隼
人
政
策
、
す
な
わ
ち
朝
貢
隼
人
の
畿
内
抑
留
に
よ
る
今
来
隼
人
の
成
立
と
、
畿
内

隼
人
に
よ
る
そ
の
補
充
が
な
ぜ
行
わ
れ
た
の
か
を
考
え
、
併
せ
て
当
該
時
期
の
蝦
夷

政
策
と
比
較
し
て
、
そ
の
意
義
を
考
え
て
み
た
い
。

（
1
）
九
世
紀
の
行
幸
と
隼
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

　
隼
人
が
夷
秋
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
が
、
伊
藤
循
氏
は
、
隼
人
は
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

人

に
近
い
存
在
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
東
人
は
衛
府
や
防
人
、
鎮
兵
や
征

夷
軍
士
な
ど
の
兵
力
と
し
て
信
頼
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
皇
族
・
貴
族
の
期
待
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

ほ

と
ん
ど
信
仰
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
隼
人
の
呪
力
に
対
す
る
期
待
は
、
ま
さ
に
信
仰
そ
の
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
『
延
喜

式
』
に
よ
れ
ば
、
今
来
隼
人
が
狗
吠
す
る
の
は
、

　
　
元
日
・
即
位
な
ど
の
大
儀
（
隼
人
司
式
①
大
儀
条
）

　
　
践
酢
大
嘗
祭
（
隼
人
司
式
②
大
嘗
条
、
神
祇
七
践
酢
大
嘗
祭
式
班
幣
条
）

　
　
行
幸
（
隼
人
司
式
③
駕
行
条
、
同
④
行
幸
条
）

　
　
正
月
十
五
日
の
御
薪
進
上
（
隼
人
司
式
⑧
十
五
日
条
）

で

あ
り
、
吠
声
は
大
衣
が
伝
授
し
た
（
隼
人
司
式
⑦
習
吠
条
、
同
⑨
大
衣
条
）
。

　
一
節
（
1
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
隼
人
の
狗
吠
そ
の
も
の
は
八
世
紀
か
ら
確
認
で

き
る
の
で
、
吠
声
を
発
す
る
場
面
も
、
八
・
九
世
紀
を
通
じ
て
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
隼
人
司
が
八
世
紀
前
半
か
ら
行
幸
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
は
、
『
令

集
解
』
宮
衛
令
二
六
車
駕
出
入
条
古
記
か
ら
知
ら
れ
、
行
列
に
お
け
る
隼
人
司
の
位

置
は
、
道
を
先
導
す
る
国
司
（
京
内
は
京
職
）
の
次
と
い
う
重
要
な
位
置
を
占
め
て

　
（
4
3
）

い

た
。
こ
れ
は
行
列
が
「
国
界
及
山
川
道
路
曲
」
に
さ
し
か
か
っ
た
時
に
、
先
頭
で

吠
声
を
発
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
（
隼
人
司
式
③
駕
行
条
）
。
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大

隅
・
薩
摩
か
ら
来
た
最
後
の
朝
貢
隼
人
の
一
部
を
帰
郷
さ
せ
ず
、
畿
内
に
抑
留

す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
の
は
、
隼
人
朝
貢
の
停
止
以
後
も
、
こ
れ
ら
の
儀
式
や

行
幸
に
お
い
て
隼
人
の
吠
声
と
呪
力
が
必
要
で
あ
っ
た
た
め
と
み
ら
れ
る
。
お
そ
ら

く
朝
貢
隼
人
の
中
で
も
比
較
的
年
齢
の
若
い
男
女
を
畿
内
に
残
し
、
彼
ら
が
生
存
し

て

い

る
間
は
、
南
九
州
の
隼
人
と
同
等
の
吠
声
と
呪
力
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
抑
留
さ
れ
た
朝
貢
隼
人
は
今
来
隼
人
と
呼
ば
れ
、
儀
式
や
行
幸
で
吠
声
を

発
し
、
呪
力
を
以
て
王
権
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
。
し
か
し
今
来
隼
人
の

欠
員
は
畿
内
隼
人
か
ら
補
充
せ
ざ
る
を
得
ず
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
次
第
に
畿
内

隼
人
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
、
そ
の
呪
力
は
稀
薄
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
右

に
掲
げ
た
狗
吠
の
場
面
の
中
で
、
八
・
九
世
紀
の
間
で
大
き
く
転
換
す
る
の
は

行
幸
で
あ
る
。
平
安
遷
都
後
の
行
幸
先
は
、
基
本
的
に
平
安
京
近
辺
へ
の
遊
猟
に
限

定
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
文
徳
天
皇
以
後
は
、
遊
猟
さ
え
も
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
、

つ
い

に
は
内
裏
か
ら
移
動
す
る
こ
と
さ
え
「
行
幸
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ

の

画
期
は
、
嵯
峨
天
皇
が
薬
子
の
変
を
鎮
圧
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
安
京
が
万
代

の
宮
と
な
っ
た
こ
と
、
最
後
の
畿
外
経
宿
行
幸
が
嵯
峨
天
皇
の
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）

に

行
わ
れ
た
近
江
行
幸
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
嵯
峨
朝
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
か
く
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

て

天
皇
は
、
「
動
く
王
」
か
ら
「
動
か
な
い
王
」
へ
と
変
化
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
動
く
王
」
の
最
後
が
、
隼
人
朝
貢
の
停
止
を
決
め
た
桓
武
天
皇
と
、
今
来
隼
人
を

畿
内
隼
人
で
便
補
す
る
こ
と
を
決
め
た
平
城
天
皇
で
あ
る
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。

隼
人
司
式
に
よ
る
と
、
隼
人
は
行
幸
の
際
に
、
「
国
界
及
山
川
道
路
曲
」
（
③
条
）
お

よ
び
「
行
幸
経
レ
宿
」
（
④
条
）
に
お
い
て
吠
声
を
発
す
る
の
で
あ
る
が
、
「
近
幸
不
レ

吠
」
（
④
条
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
行
幸
の
回
数
が
減
少
し
、
か
つ
経
宿
行
幸
が
行

わ
れ
な
く
な
る
嵯
峨
朝
以
後
の
九
世
紀
に
は
、
今
来
隼
人
の
呪
力
（
邪
霊
の
除
去
）

に
対
す
る
期
待
は
相
対
的
に
低
下
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

朝
堂
院
や
内
裏
で
行
わ
れ
る
儀
式
に
比
べ
て
、
行
幸
は
危
険
度
が
高
く
、
そ
れ
だ

け
今
来
隼
人
の
呪
力
へ
の
期
待
が
高
か
っ
た
。
そ
こ
で
桓
武
天
皇
は
、
南
九
州
の
隼

人

の

負
担
を
軽
減
し
な
が
ら
、
行
幸
に
供
奉
す
る
隼
人
を
当
分
の
間
維
持
す
る
方
法

と
し
て
、
朝
貢
隼
人
の
抑
留
と
い
う
手
段
を
と
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
平
城
天
皇
は
、
自
ら
廃
止
し
た
隼
人
司
を
復
活
さ
せ
、
今
来
隼
人
の
欠
員
を

京
畿
隼
人
で
便
補
す
る
方
法
に
よ
っ
て
、
今
来
隼
人
の
維
持
を
図
っ
た
。
補
充
が
京

畿
隼
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
以
上
、
今
来
隼
人
の
呪
力
は
次
第
に
弱
ま
っ
て
い
っ
た

と
み
ら
れ
る
が
、
嵯
峨
朝
以
後
、
天
皇
は
「
動
か
な
い
王
」
へ
変
化
し
、
今
来
隼
人

の

呪
力
に
対
す
る
期
待
は
相
対
的
に
低
下
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
以
後
の
今
来
隼

人

は
、
専
ら
年
中
行
事
や
儀
式
の
中
で
吠
声
を
発
し
、
天
皇
の
権
威
を
演
出
す
る
装

飾
－
天
皇
の
徳
を
慕
っ
て
王
宮
に
仕
え
る
夷
秋
1
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に

な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
以

上
、
今
来
隼
人
の
成
立
と
展
開
を
、
行
幸
の
変
化
に
対
応
さ
せ
て
理
解
し
て
み

た
が
、
儀
式
の
変
化
も
ま
た
要
因
と
し
て
重
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
現

在
の
筆
者
の
能
力
で
は
、
そ
こ
ま
で
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
べ
て
今
後
の
課

題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
最
後
に
こ
れ
ま
で
述
べ
た
こ
と
を
、
当
該
時
期
の
蝦
夷

政
策
と
比
較
し
て
、
一
つ
の
共
通
点
を
抽
出
し
て
み
た
い
。

（
2
）
蝦
夷
政
策
と
の
比
較

　
八
世
紀
末
～
九
世
紀
初
頭
の
蝦
夷
政
策
を
概
観
す
る
と
、
ま
ず
宝
亀
五
年
（
七
七

四
）
正
月
に
、
そ
れ
ま
で
原
則
と
し
て
毎
年
正
月
に
行
わ
れ
て
き
た
上
京
朝
貢
が
停

止

さ
れ
る
。
蝦
夷
の
朝
貢
は
、
毎
年
正
月
前
に
上
京
し
て
元
日
朝
賀
に
参
加
し
、
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

ら
に
正
月
の
節
会
に
参
加
し
て
、
叙
位
・
賜
禄
に
あ
ず
か
る
も
の
で
あ
っ
た
。
朝
貢

停
止
の
半
年
後
に
当
た
る
同
年
七
月
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
三
十
八
年
戦
争
が
開
始
さ
れ
、

桓
武
朝
の
三
度
の
征
夷
戦
（
延
暦
八
・
一
三
・
二
〇
年
）
を
経
て
、
弘
仁
二
年
（
八

一
一
）
の

文
室
綿
麻
呂
の
征
討
に
よ
っ
て
三
十
八
年
戦
争
が
終
結
す
る
。

　
永
山
修
一
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
大
局
的
な
見
方
を
す
れ
ば
、
隼
人
の
公
民

化

と
朝
貢
の
停
止
は
、
征
夷
と
対
応
関
係
に
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ

（4
6
）

る
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
類
似
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
当
該
時
期
の
都
城
周

辺
で
の

動
き
で
あ
る
。
南
九
州
で
隼
人
が
消
滅
し
た
後
に
、
畿
内
近
国
に
移
住
し
た
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新
旧
の
隼
人
が
、
宮
廷
儀
礼
に
参
加
し
て
奉
仕
し
続
け
た
が
、
同
様
の
傾
向
は
蝦
夷

に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

弓
野
正
武
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
一
〇
世
紀
以
降
に
な
る
と
、
近
江
国

の
俘
囚
が
白
馬
節
会
・
豊
明
節
会
な
ど
の
節
会
に
参
加
し
、
「
俘
囚
見
参
」
を
進
上
す

る
こ
と
が
通
例
と
な
る
。
こ
れ
は
九
世
紀
に
成
立
し
た
『
内
裏
式
』
や
『
儀
式
』
に

は
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
〇
世
紀
に
な
っ
て
節
会
の
整
備
の
過
程
で
定
式
化
さ
れ
、

か

つ
近
江
の

俘
囚
に
固
定
化
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
先
駆
的
形
態
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

九
世
紀

に
す
で
に
見
ら
れ
る
と
い
う
。

　

す
な
わ
ち
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
三
年
（
八
一
二
）
正
月
乙
酉
条
で
は
、
播
磨
等
の

夷
俘
三
名
に
対
し
て
節
会
入
京
を
許
し
て
お
り
、
さ
ら
に
同
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）

正

月
丁
亥
条
に
は
、
摂
津
・
美
濃
・
丹
波
・
播
磨
の
夷
俘
で
五
位
以
上
を
有
し
節
会

を
見
た
い
者
に
対
し
て
、
国
の
解
を
交
付
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
に
、
入
京
を
許
し
て

い

る
。
蝦
夷
の
正
月
節
会
へ
の
参
加
は
、
三
十
八
年
戦
争
が
開
始
さ
れ
る
宝
亀
五
年

に
停
止
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
終
結
し
た
直
後
に
、
移
配
蝦
夷
に
よ
っ
て
部
分
的
に
復

活
す
る
の
で
あ
る
。
征
夷
と
い
う
国
家
的
な
辺
境
政
策
が
停
止
さ
れ
た
直
後
に
、
陸

奥
・
出
羽
の
蝦
夷
に
代
わ
っ
て
、
移
配
蝦
夷
が
宮
廷
儀
礼
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
る

こ
と
は
、
変
質
し
倭
小
化
し
た
小
帝
国
構
造
を
、
年
中
行
事
の
中
で
再
生
産
す
る
も

の

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
『
内
裏
式
』
や
『
儀
式
』
に
規
定
さ
れ
て
い

な
い
が
、
『
延
喜
式
』
太
政
官
式
に
は
、
正
月
七
日
（
白
馬
）
、
十
一
月
新
嘗
（
豊
明
）

の

二
節
に
禄
を
給
わ
る
「
俘
囚
交
名
」
を
予
め
別
紙
で
奏
す
る
規
定
が
あ
る
か
ら
、

九
世
紀
の

あ
る
段
階
で
定
例
化
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、

次
の
史
料
で
あ
る
。

【史
料
一
四
】
『
法
曹
類
林
』
巻
一
九
七
承
和
七
年
（
八
四
〇
）
二
月
一
七
日
問
答

　
　
問
。
承
前
之
例
、
祢
宜
井
郡
司
及
俘
囚
等
大
夫
、
〈
此
三
色
不
レ
載
’
孟
位
歴
名
。
〉
参
一

　
　
入
朝
拝
’
之
日
、
不
レ
歯
二
朝
庭
之
大
夫
一
、
持
到
来
位
一
。
而
頃
年
間
、
以
二
授
位

　
　
先
後
一
雑
居
朝
堂
一
。
梢
尋
二
理
致
・
、
事
乖
二
故
実
・
。
（
略
）

　

こ
の
明
法
家
の
問
答
に
よ
る
と
、
承
和
七
年
当
時
に
は
、
「
俘
囚
等
大
夫
」
が
「
朝

拝
」
に
「
参
入
」
す
る
こ
と
が
す
で
に
「
承
前
之
例
」
と
な
っ
て
い
る
。
「
朝
拝
」
と

は

元

日
朝
賀
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
宝
亀
五
年
に
停
止
さ
れ
た
蝦
夷
の
元
日
朝
賀
へ

の

参
加
が
、
こ
の
当
時
に
は
移
配
蝦
夷
に
よ
っ
て
復
活
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
が

「
承
前
之
例
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
弘
仁
六
年
の
節
会
入
京
の
許
可

か

ら
ほ
ど
な
く
し
て
、
移
配
蝦
夷
に
よ
る
元
日
朝
賀
と
節
会
へ
の
参
加
が
、
定
例
化

さ
れ
た
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
蝦
夷
が
元
日
朝
賀
と
正
月
節
会
に
参
加
し
な
か
っ
た
時

期
は
、
い
わ
ゆ
る
三
十
八
年
戦
争
時
代
と
ほ
ぼ
重
な
る
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
蝦

夷
の
上
京
朝
貢
が
停
止
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
に
、
王
宮
に
朝
貢
す
る
夷
秋
を
征
討
で

き
な
い
と
い
う
王
権
側
の
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
蝦
夷
の

上
京
朝
貢
を
停
止
し
た
上
で
、
征
討
を
開
始
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
征
夷
の
終

結
が
宣
言
さ
れ
た
後
に
、
播
磨
・
近
江
な
ど
畿
内
周
辺
に
移
配
さ
れ
た
蝦
夷
に
よ
っ

て
、
元
日
朝
賀
や
節
会
へ
の
参
加
が
復
活
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の

よ
う
な
九
世
紀
に
お
け
る
移
配
蝦
夷
の
儀
式
参
加
は
、
南
九
州
と
切
り
離

さ
れ
た
新
旧
の
畿
内
隼
人
が
、
儀
式
や
行
幸
に
供
奉
し
、
狗
吠
を
続
け
る
こ
と
と
似

て

い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
蝦
夷
の
場
合
、
隼
人
に
お
け
る
『
延
喜
式
』
隼
人
司
式

の

よ
う
な
史
料
が
な
い
の
で
、
儀
式
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、

辺
境

と
切
り
離
さ
れ
た
状
態
の
夷
狭
が
、
天
皇
の
権
威
を
飾
る
役
割
を
果
た
す
と
い

う
点
で
、
両
者
は
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
別
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
征
夷
の
終
焉
以
後
の
王
権
は
、
多
く
の
問
題
を
抱
え
て

い

た
蝦
夷
支
配
を
主
導
し
よ
う
と
せ
ず
、
陸
奥
・
出
羽
の
国
司
、
鎮
守
府
官
人
、
さ

ら
に
は
移
配
先
の
夷
俘
専
当
国
司
と
い
っ
た
特
定
の
官
人
に
そ
の
一
切
を
委
ね
る
傾

向
が
顕
著
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
本
来
国
家
的
課
題
で
あ
る
蝦
夷
支
配
を
、
そ
れ
ぞ

れ
の

官
人
が
管
轄
す
る
地
域
の
問
題
に
倭
小
化
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
の
表
わ
れ
で
あ

　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
本
来
“
王
化
”
の
対
象
で
あ
る
蝦
夷
に
対
し
て
背
を
向
け
な
が

ら
、
畿
内
周
辺
に
移
住
さ
せ
た
蝦
夷
・
隼
人
を
年
中
行
事
に
参
加
さ
せ
、
自
ら
の
権

威
を
可
視
的
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
九
世
紀
の
王
権
は
、
き
わ
め
て
倭
小
化
さ
れ
た
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中
華
思
想
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　
本
稿

は
、
律
令
国
家
転
換
期
の
隼
人
政
策
を
、
京
・
畿
内
に
視
点
を
置
い
て
明
ら

か

に
し
、
蝦
夷
政
策
と
比
較
し
な
が
ら
、
九
世
紀
の
王
権
に
見
ら
れ
る
性
格
の
一
端

を
解
明
し
よ
う
と
試
み
て
き
た
。
本
稿
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
、
①
今
来
隼
人
と
は
、

延
暦
二
四
年
に
隼
人
朝
貢
が
停
止
さ
れ
た
際
に
、
南
九
州
の
隼
人
の
一
部
が
畿
内
に

抑
留
さ
れ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
国
家
は
彼
ら
に
よ
っ
て
呪
力
に
満
ち
た
吠
声

を
確
保
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
②
大
同
三
年
に
今
来
隼
人
の
欠
員
を
畿
内
隼
人
で
補

充
す
る
規
定
が
作
ら
れ
、
今
来
隼
人
は
次
第
に
畿
内
隼
人
と
同
化
し
て
い
っ
た
が
、

嵯
峨
朝
以
後
は
畿
外
経
宿
行
幸
が
行
わ
れ
な
く
な
り
、
隼
人
の
呪
力
に
対
す
る
期
待

は
相
対
的
に
低
下
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
③
九
世
紀
の
王
権
は
、
辺
境
政
策
を

主
導
し
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
畿
内
周
辺
に
移
住
さ
せ
た
蝦
夷
・
隼
人
を
宮
廷
儀
礼

に
参
加
さ
せ
、
倭
小
化
さ
れ
た
中
華
思
想
を
充
足
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
、
の
三

点
で
あ
る
。
最
後
に
、
『
延
喜
式
』
隼
人
司
式
に
見
え
る
儀
礼
と
、
隼
人
の
朝
貢
が
行

わ
れ
て
い
た
八
世
紀
の
儀
礼
と
の
相
違
点
を
ま
と
め
て
結
び
と
し
た
い
。

　
隼
人
司
式
の
儀
礼
が
、
八
世
紀
の
儀
礼
と
異
な
っ
て
い
る
点
は
、
筆
者
が
把
握
し

て

い

る
限
り
で
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
一
、
六
年
一
回
の
朝
貢
や
在
京
勤
務
の
交
替
に
関
す
る
規
定
は
、
隼
人
司
式
に

　
　
　
　

は
存
在
し
な
い
。

　
　

二
、
八
世
紀
の
朝
貢
隼
人
は
数
百
人
い
た
が
、
隼
人
司
式
の
今
来
隼
人
は
わ
ず

　
　
　
　
か

二
〇

人
し
か
い
な
い
。
そ
の
不
足
を
補
う
の
が
、
大
儀
の
際
に
臨
時
に

　
　
　
　

召
集
さ
れ
、
今
来
隼
人
と
同
じ
装
束
で
大
儀
に
参
加
す
る
白
丁
隼
人
一
三

　
　
　
　

二
人

で

あ
る
。
両
者
合
わ
せ
て
一
五
二
人
の
隼
人
が
緋
色
の
肩
巾
を
身
に

　
　
　
　

ま
と
い
、
か
つ
て
の
隼
人
の
朝
貢
を
再
現
し
た
（
①
大
儀
条
）
。

　
　

三
、
本
来
の
今
来
隼
人
の
規
定
で
あ
る
⑪
今
来
時
服
条
に
は
、
時
服
・
食
料
の

　
　
　
　
支
給
を
一
身
に
限
る
と
い
う
制
限
が
付
い
て
い
る
の
で
、
こ
の
条
文
の
今

　
　
　
　

来
隼
人
は
、
上
京
後
六
年
で
帰
郷
す
る
の
で
は
な
く
、
畿
内
に
定
住
し
て

　
　
　
　

い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
朝
貢
停
止
の
際
に
帰
郷
を
許
さ
れ
ず
、
畿
内
に
抑

　
　
　
　
留
さ
れ
た
第
一
世
代
の
今
来
隼
人
と
み
ら
れ
る
。

　
　
四
、
第
一
世
代
の
今
来
隼
人
の
欠
員
は
、
⑫
死
亡
条
に
よ
っ
て
、
男
性
の
み
二

　
　
　
　
〇

人
を
上
限
と
し
て
畿
内
隼
人
で
補
充
し
続
け
ら
れ
た
。
こ
の
規
定
は
、

　
　
　
　
大

同
三
年
一
二
月
五
日
勅
お
よ
び
大
同
四
年
正
月
七
日
太
政
官
符
に
よ
っ

　
　
　
　

て

成
立

し
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
『
延
喜
式
』
隼
人
司
式
は
、
延
暦
二
四
年
の
隼
人
朝
貢
の
停
止
と
、

大
同
三
年
の
今
来
隼
人
の
欠
員
補
充
規
定
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
て
い
る
。
⑪
今
来
時

服
条
が
世
代
交
代
に
よ
り
実
効
力
を
失
い
、
⑫
死
亡
条
が
現
行
法
と
な
っ
て
い
る
と

み

ら
れ
る
ほ
か
は
、
条
文
間
の
矛
盾
な
ど
は
今
の
と
こ
ろ
見
出
し
得
な
い
。
隼
人
司

式

は
、
大
同
三
年
に
再
置
さ
れ
た
隼
人
司
の
た
め
の
法
体
系
と
し
て
、
き
わ
め
て
整

合
的
に
作
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

註（
1
）
　
井
上
辰
雄
『
隼
人
と
大
和
政
権
』
（
学
生
社
、
一
九
七
四
年
）
、
中
村
明
蔵
「
隼
人
の
朝
貢
を

　

め

ぐ
る
諸
問
題
」
（
同
『
隼
人
の
研
究
』
、
学
生
社
、
一
九
七
七
年
）
、
永
山
修
．
「
八
世
紀
隼
人

　

支
配
の
特
質
に
つ
い
て
　
薩
摩
国
を
中
心
に
ー
」
（
『
古
代
文
化
』
四
四
ー
七
、
一
九
九
二
年
）
。

（
2
）
　
蝦
夷
と
隼
人
を
と
も
に
夷
秋
と
み
な
す
通
説
（
石
母
田
正
「
天
皇
と
『
諸
蕃
』
」
同
『
日
本
占

　

代
国
家
論
　
第
一
部
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
な
ど
）
に
対
し
て
、
近
年
で
は
、
隼
人
は
夷

　

秋
で
は
な
い
と
す
る
説
が
有
力
に
な
っ
て
い
る
。
隼
人
は
夷
秋
で
は
な
く
、
蝦
夷
に
対
置
さ
れ

　

る
べ
き
南
の
夷
秋
は
南
島
人
で
あ
る
と
す
る
説
（
伊
藤
循
「
蝦
夷
と
隼
人
は
ど
こ
が
違
う
か
」

　
　
『
争
点
日
本
の
歴
史
』
三
、
一
九
九
一
年
、
同
「
古
代
王
権
と
異
民
族
」
『
歴
史
学
研
究
』
六
六

　

五
、
一
九
九
四
年
）
、
隼
人
は
大
宝
律
令
制
定
の
頃
は
夷
秋
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
が
、

　

七
一
〇
年
代
以
降
夷
秋
と
は
見
な
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
く
と
す
る
説
（
永
山
修
一
「
隼
人
を
め

　

ぐ
っ
て
　
　
〈
夷
秋
〉
支
配
の
構
造
」
、
『
東
北
学
』
四
、
二
〇
〇
一
年
）
が
有
力
説
で
あ
る
。
こ

　

れ

ら
の
説
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
隼
人
は
朝
貢
や
服
属
儀
礼
を
行
う
一
方
で
、
「
名
帳
」
に
登
録

　

さ
れ
（
職
員
令
六
〇
隼
人
司
条
）
、
律
令
制
的
な
諸
負
担
を
負
う
（
同
条
集
解
）
な
ど
、
蝦
夷
と

　
は
か
な
り
処
遇
が
異
な
っ
て
お
り
、
単
純
に
同
一
の
身
分
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し

　
隼
人
は
夷
秋
で
は
な
い
と
み
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
隼
人
が
夷
狭
で
な
い
と
さ
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れ

る
最
大
の
根
拠
は
、
『
令
集
解
』
職
員
令
一
八
玄
蕃
寮
条
の
古
記
が
、
「
在
京
夷
秋
」
と
し
て

　
　
堕
羅
・
舎
衛
・
蝦
夷
を
挙
げ
な
が
ら
、
隼
人
を
挙
げ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、

　
　
在
京
の
隼
人
は
隼
人
司
が
管
轄
し
、
玄
蕃
寮
が
関
与
し
な
い
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
を
隼
人
が
夷

　
　
秋
で

な
い
と
す
る
根
拠
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
今
泉
隆
雄
「
律
令
に
お
け
る
化
外
人
・
外
蕃

　
　
人

と
夷
秋
」
、
羽
下
徳
彦
編
『
中
世
の
政
治
と
宗
教
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）
。
む
し
ろ

　
　
同
じ
古
記
が
、
賦
役
令
一
〇
辺
遠
国
条
に
お
い
て
、
「
夷
人
雑
類
」
の
例
と
し
て
、
毛
人
・
肥
人
・

　
　

阿
麻
弥
人
・
隼
人
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
古
記
が
成
立
す
る
天
平

　
　
一
〇
年
（
七
三
八
）
頃
に
は
、
隼
人
は
夷
秋
と
み
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、

　
　
蝦
夷
と
隼
人
の
違
い
に
関
す
る
近
年
の
研
究
に
多
く
を
学
び
な
が
ら
も
、
如
上
の
古
記
の
解
釈

　
　
と
、
律
令
国
家
が
朝
貢
を
強
制
し
、
征
討
や
柵
戸
移
配
な
ど
直
接
的
な
支
配
拡
大
政
策
を
及
ぽ

　
　

し
た
対
象
が
蝦
夷
と
隼
人
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
鑑
み
て
、
蝦
夷
・
隼
人
を
従
来
通
り
夷
狭
の

　
　
範
疇
で
捉
え
、
両
者
に
対
す
る
支
配
の
あ
り
方
を
比
較
検
討
す
る
方
法
を
採
る
こ
と
と
す
る
。

（
3
）
　
石
上
英
；
古
代
国
家
と
対
外
関
係
」
（
『
講
座
日
本
歴
史
二
　
古
代
二
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、

　
　
一
九
八
四
年
）
。

（
4
）
　
中
村
明
蔵
「
隼
人
司
の
役
割
に
つ
い
て
」
（
同
『
熊
襲
・
隼
人
の
社
会
史
研
究
』
、
名
著
出
版
、

　
　
一
九
八
六
年
）
。

（
5
）
　
永
山
修
一
「
隼
人
司
の
成
立
と
展
開
」
（
隼
人
文
化
研
究
会
編
『
隼
人
族
の
生
活
と
文
化
』
、

　
　
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
三
年
、
初
出
一
九
八
九
年
）
。

（
6
）
　
中
村
明
蔵
「
隼
人
の
朝
貢
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
（
註
（
1
）
前
掲
）
。

（
7
）
　
今
泉
隆
雄
「
蝦
夷
の
朝
貢
と
饗
給
」
（
高
橋
富
雄
編
『
東
北
古
代
史
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、

　
　
一
九
八
六
年
）
。
『
続
日
本
紀
』
に
お
け
る
蝦
夷
の
上
京
朝
貢
の
記
事
は
、
文
武
元
～
養
老
二
年

　
　
（
六
九
七
～
七
一
八
）
と
、
神
護
景
雲
三
～
宝
亀
五
年
（
七
六
九
～
七
七
四
）
に
偏
在
し
て
い
る
。

　
　
こ
の
た
め
蝦
夷
が
毎
年
上
京
朝
貢
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
り
、
中
村
明
蔵
氏
は

　
　
毎
年
の
朝
貢
に
疑
問
を
呈
さ
れ
て
い
る
（
「
隼
人
の
名
義
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
、
同
『
隼
人
と
律

　
　
令
国
家
』
、
名
著
出
版
、
一
九
九
三
年
）
。
一
方
、
今
泉
氏
は
、
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
五
年
正
月
庚

　
　
申
条
の
詔
で
蝦
夷
・
俘
囚
の
入
朝
が
停
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
以
後
に
蝦
夷
を
入
朝
さ
せ

　
　
る
場
合
は
命
令
や
許
可
を
出
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
宝
亀
五
年
以
前
は
毎
年
朝
貢
が
原
則

　
　
で
あ
り
、
『
続
日
本
紀
』
の
朝
貢
記
事
は
、
毎
年
朝
貢
が
行
わ
れ
て
い
る
中
で
た
ま
た
ま
記
録
さ

　
　
れ
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
平
野
卓
治
氏
も
、
神
護
景
雲
三
年
・
宝
亀
三
年
・
宝
亀

　
　
四
年
の
元
日
朝
賀
の
記
事
に
、
蝦
夷
ら
が
「
依
レ
儀
拝
賀
」
し
た
と
あ
る
こ
と
（
『
続
日
本
紀
』

　
　
神
護
景
雲
三
年
正
月
辛
未
条
な
ど
）
か
ら
、
蝦
夷
の
入
朝
と
拝
賀
は
毎
年
行
わ
れ
て
い
た
と
推

　
　
定
さ
れ
て
い
る
（
「
日
本
古
代
に
お
け
る
位
階
と
『
蝦
夷
』
」
『
國
學
院
大
學
大
学
院
紀
要
』
文
学

　
　
研
究
科
第
一
八
輯
、
一
九
八
七
年
）
。
筆
者
も
、
宝
亀
五
年
以
前
は
毎
年
朝
貢
が
原
則
で
あ
っ
た

　
　
と
考
え
て
い
る
（
拙
稿
「
陸
奥
・
出
羽
の
調
庸
と
蝦
夷
の
饗
給
」
同
『
古
代
東
北
の
支
配
構
造
』
、

　
　
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
、
初
出
一
九
九
六
年
）
。

（
8
）
　
今
泉
隆
雄
「
蝦
夷
の
朝
貢
と
饗
給
」
（
註
（
7
）
前
掲
）
。

（
9
）
　
『
日
本
書
紀
』
天
武
＝
年
七
月
甲
午
条
、
持
統
三
年
（
六
八
九
）
正
月
壬
戌
条
、
『
続
日
本

　
　

紀
』
天
平
元
年
（
七
二
九
）
六
月
庚
辰
条
・
七
月
己
酉
条
、
天
平
七
年
（
七
三
五
）
七
月
己
卯

　
　
条
、
天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）
八
月
壬
午
条
。

（
1
0
）
　
『
続
日
本
紀
』
養
老
元
年
（
七
一
七
）
四
月
甲
午
条
、
養
老
七
年
（
七
二
三
）
五
月
甲
申
条
、
天

　
　

平
元
年
六
月
癸
未
条
、
天
平
勝
宝
元
年
八
月
壬
午
条
、
神
護
景
雲
三
年
（
七
六
九
）
＝
月
庚
寅

　
　
条
、
宝
亀
七
年
（
七
七
六
）
二
月
丙
寅
条
。
こ
の
ほ
か
、
天
武
・
持
統
朝
に
は
隼
人
に
相
撲
を
と

　
　

ら
せ
た
こ
と
が
見
え
る
三
日
本
書
紀
』
天
武
＝
年
七
月
甲
午
条
、
持
統
九
年
五
月
丁
卯
条
）
。

（
1
1
）
　
中
村
明
蔵
「
隼
人
の
呪
力
と
そ
の
系
譜
」
（
同
『
隼
人
の
研
究
』
、
学
生
社
、
一
九
七
七
年
）
。

（
1
2
）
　
中
村
明
蔵
「
隼
人
司
の
役
割
に
つ
い
て
」
（
註
（
4
）
前
掲
）
。
な
お
『
令
集
解
』
職
員
令
六
〇

　
　
隼
人
司
条
に
引
用
さ
れ
る
「
古
辞
」
に
も
、
隼
人
が
「
已
為
レ
犬
、
奉
二
仕
人
君
」
と
述
べ
た
と

　
　
あ
り
、
狗
吠
の
実
施
を
推
測
さ
せ
る
。

（
1
3
）
　
井
上
辰
雄
『
隼
人
と
大
和
政
権
』
（
註
（
1
）
前
掲
）
、
中
村
明
蔵
「
隼
人
の
朝
貢
を
め
ぐ
る
諸

　
　
問
題
」
（
註
（
1
）
前
掲
）
。

（
1
4
）
　
永
山
修
一
「
隼
人
と
律
令
制
」
（
下
條
信
行
・
平
野
博
之
他
編
『
新
版
古
代
の
日
本
三
　
九
州
・

　
　
沖
縄
』
、
角
川
書
店
、
一
九
九
一
年
）
。

（
1
5
）
　
中
村
明
蔵
「
隼
人
の
朝
貢
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
（
註
（
1
）
前
掲
）
、
同
『
隼
人
の
古
代
史
』
（
平

　
　
凡
社
、
二
〇
〇
］
年
）
。
た
だ
し
伊
藤
循
氏
は
、
大
隅
・
薩
摩
両
国
の
田
積
は
班
田
制
の
実
施
が

　
　
困
難
な
ほ
ど
狭
小
で
は
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
「
隼
人
支
配
と
班
田
制
」
『
千
葉
史
学
』
四
、

　
　
一
九
八
四
年
）
。
大
隅
・
薩
摩
両
国
の
耕
地
が
極
端
に
少
な
い
と
は
言
え
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ

　
　
が
水
田
耕
作
に
適
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
個
に
考
え
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。
大
隅
・
薩
摩

　
　
両
国
の
農
業
に
つ
い
て
は
、
中
村
明
蔵
「
大
隅
・
薩
摩
両
国
の
農
業
生
産
性
ー
班
田
制
の
実
態

　
　
究
明
へ
の
一
つ
の
試
み
ー
」
（
同
『
古
代
隼
人
社
会
の
構
造
と
展
開
』
、
岩
田
書
院
、
一
九
九
八

　
　
年
、
初
出
一
九
九
三
年
）
を
参
照
。

（
1
6
）
　
永
山
修
一
「
八
世
紀
隼
人
支
配
の
特
質
に
つ
い
て
　
薩
摩
国
を
中
心
に
　
」
（
註
（
1
）
前
掲
）
。

（
1
7
）
　
弘
仁
七
年
…
○
月
辛
丑
の
勅
は
、
延
暦
二
〇
年
格
に
基
づ
い
て
夷
俘
か
ら
田
租
を
収
取
す
る

　
　
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
、
翌
年
に
常
陸
国
が
適
用
除
外
を
求
め
て
い
る
こ
と
（
『
類
聚
国
史
』
巻

　
　
一
九
〇
弘
仁
八
年
九
月
丙
申
条
）
か
ら
、
延
暦
二
〇
年
格
は
移
配
蝦
夷
の
口
分
田
班
給
に
関
す

　
　
る
法
令
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
8
）
　
拙
稿
「
蝦
夷
の
入
京
越
訴
－
移
配
蝦
夷
と
陸
奥
蝦
夷
に
み
る
闘
争
の
一
形
態
ー
」
（
熊
田
亮

　
　
介
・
八
木
光
則
編
『
九
世
紀
の
蝦
夷
社
会
』
、
高
志
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）
。

（
1
9
）
　
永
山
修
一
「
八
世
紀
隼
人
支
配
の
特
質
に
つ
い
て
ー
薩
摩
国
を
中
心
に
ー
」
（
註
（
1
）
前
掲
）
。

（
2
0
）
　
永
山
修
一
「
隼
人
司
の
成
立
と
展
開
」
（
註
（
5
）
前
掲
）
。

（
2
1
）
　
田
中
聡
「
隼
人
・
南
嶋
と
国
家
ー
国
制
施
行
と
神
話
1
」
（
『
日
本
史
論
叢
』
一
二
、
一
九
八

　
　
九
年
）
。

（
2
2
）
　
岩
本
次
郎
「
隼
人
の
近
畿
地
方
移
配
地
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
歴
史
』
二
三
〇
、
一
九
六
七
年
）
。

（
2
3
）
　
隼
人
司
の
官
人
の
う
ち
佑
は
大
同
三
年
（
八
〇
八
）
に
廃
止
さ
れ
（
『
日
本
後
紀
』
大
同
三
年

　
　
八
月
庚
戌
朔
条
、
狩
野
文
庫
本
『
類
聚
三
代
格
』
巻
四
大
同
三
年
七
月
二
六
日
太
政
官
奏
）
、
元

　
　
慶
元
年
（
八
七
七
）
に
再
置
さ
れ
た
（
『
類
聚
国
史
』
巻
一
〇
七
元
慶
元
年
一
二
月
一
七
日
癸
未
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条
、
狩
野
文
庫
本
『
類
聚
三
代
格
』
巻
四
元
慶
元
年
一
二
月
一
七
日
太
政
官
符
）
。
『
延
喜
式
』

　
　
で
も
正
・
佑
・
令
史
は
各
一
人
で
あ
る
（
中
務
省
式
時
服
条
）
。
ま
た
史
生
は
職
員
令
に
な
い
が
、

　
　
大
同
四
年
（
八
〇
九
）
に
二
人
が
新
置
さ
れ
て
お
り
（
『
日
本
後
紀
』
大
同
四
年
三
月
己
未
条
、

　
　
『
類
聚
三
代
格
』
巻
四
大
同
四
年
四
月
三
日
太
政
官
符
）
、
『
延
喜
式
』
で
は
正
二
人
・
権
三
人
の

　
　
計
五
人
と
な
っ
て
い
る
（
式
部
省
式
上
諸
司
史
生
条
、
兵
部
省
式
武
官
分
条
）
。
使
部
は
延
暦
一

　
　
四
年
（
七
九
五
）
に
六
人
に
減
ら
さ
れ
（
『
類
聚
三
代
格
』
巻
四
延
暦
一
四
年
七
月
一
〇
日
太
政

　
　
官
符
）
、
大
同
三
年
に
さ
ら
に
四
人
に
減
ら
さ
れ
て
お
り
（
狩
野
文
庫
本
『
類
聚
三
代
格
』
巻
四

　
　
大
同
三
年
七
月
二
六
日
太
政
官
奏
）
、
『
延
喜
式
』
で
も
四
人
で
あ
る
（
式
部
省
式
上
諸
司
使
部

　
　
条
）
。
直
丁
の
人
数
は
職
員
令
お
よ
び
狩
野
文
庫
本
『
類
聚
三
代
格
』
巻
四
大
同
三
年
七
月
二
六

　
　
日
太
政
官
奏
に
お
い
て
一
人
で
あ
る
。
隼
人
の
吠
声
な
ど
を
指
導
す
る
大
衣
は
、
狩
野
文
庫
本

　
　
『
類
聚
三
代
格
』
巻
四
大
同
三
年
七
月
二
六
日
太
政
官
奏
に
初
め
て
二
人
と
見
え
、
『
延
喜
式
』

　
　
で
も
大
隅
・
阿
多
各
一
人
の
二
人
で
あ
る
（
隼
人
司
式
大
衣
条
）
。

（
2
4
）
　
史
料
四
の
事
書
が
「
応
レ
停
二
減
雑
色
等
一
事
」
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
中
村
明
蔵
氏
は
、
「
雑

　
　
色
」
が
品
部
・
雑
戸
を
さ
す
こ
と
か
ら
、
竹
製
品
や
油
絹
を
作
る
作
手
隼
人
（
『
延
喜
式
』
隼
人

　
　
司
式
）
や
歌
舞
を
演
じ
る
隼
人
を
さ
す
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
「
隼
人
司
の
役
割
に
つ
い
て
」
、

　
　
註
（
4
）
前
掲
）
。
し
か
し
「
雑
色
」
は
、
品
部
・
雑
戸
に
限
ら
ず
、
四
等
官
の
下
位
に
お
か
れ
た

　
　
伴
部
・
使
部
な
ど
の
総
称
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
の
で
（
坂
本
太
郎
「
古
代
に
お
け
る
雑
色
人

　
　
の
意
義
に
つ
い
て
」
同
『
日
本
古
代
史
の
基
礎
的
研
究
　
下
　
制
度
篇
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、

　
　
一
九
六
四
年
）
、
作
手
隼
人
や
歌
舞
を
演
じ
る
隼
人
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま

　
　
た
こ
の
太
政
官
奏
は
、
延
暦
二
四
年
当
時
の
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
な
く
、
『
弘
仁
格
』
編
纂
の
段

　
　
階
で
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
格
の
本
文
が
「
右
」
で
は
な
く
「
以
前
」
で
始
ま
っ
て
い
る
の

　
　
は
、
本
来
、
こ
の
格
が
複
数
の
案
件
を
含
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
延
暦
二
四
年
段
階
で
は
、

　
　
「
応
レ
停
二
減
雑
色
等
一
事
」
と
「
以
前
」
の
間
に
、
隼
人
以
外
の
削
減
対
象
も
列
記
さ
れ
て
い
た

　
　
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
総
称
が
事
書
の
「
雑
色
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
列
記
さ
れ
得

　
　
る
の
は
、
史
料
五
に
み
ら
れ
る
「
所
二
点
加
一
仕
丁
｝
千
二
百
八
十
一
人
、
依
レ
数
停
却
。
又
衛
門

　
　
府
衛
士
四
百
人
、
減
二
七
十
人
⇒
左
右
衛
士
府
各
六
百
人
、
毎
減
二
一
百
人
或
隼
人
男
女
各
冊
人
、

　
　
毎
減
二
廿
人
。
雅
楽
歌
女
五
十
人
、
減
二
舟
人
↓
仕
女
一
百
十
人
、
減
・
廿
八
人
ご
で
あ
る
。
こ
の

　
　
う
ち
衛
士
・
仕
丁
・
仕
女
は
、
本
来
は
雑
色
に
入
ら
な
い
が
、
こ
の
場
合
は
こ
れ
ら
の
総
称
が

　
　
雑
色
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
（
坂
本
氏
前
掲
論
文
）
。
史
料
四
は
、
本
来
こ
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の

　
　
削
減
対
象
を
含
ん
だ
太
政
官
奏
で
あ
っ
た
が
、
大
同
・
弘
仁
年
間
の
衛
府
制
度
の
改
編
な
ど
に

　
　
よ
っ
て
衛
士
等
に
関
す
る
部
分
が
無
効
と
な
り
、
隼
人
の
部
分
だ
け
が
弘
仁
兵
部
格
に
収
録
さ

　
　
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
2
5
）
　
中
村
明
蔵
「
隼
人
司
の
役
割
に
つ
い
て
」
（
註
（
4
）
前
掲
）
、
永
山
修
一
「
隼
人
司
の
成
立
と

　
　
展
開
」
（
註
（
5
）
前
掲
）
。

（
2
6
）
　
目
崎
徳
衛
「
平
城
朝
の
政
治
史
的
考
察
」
（
同
『
平
安
文
化
史
論
』
、
桜
楓
社
、
一
九
六
八
年
）
。

（
2
7
）
　
永
山
修
一
「
隼
人
と
南
島
の
世
界
」
（
『
鹿
児
島
県
の
歴
史
』
、
山
川
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
。

（
2
8
）
　
目
崎
徳
衛
「
平
城
朝
の
政
治
史
的
考
察
」
（
註
（
2
6
）
前
掲
）
四
九
頁
の
第
三
図
を
参
照
。

（
2
9
）
　
永
山
修
一
「
隼
人
と
律
令
制
」
（
註
（
1
4
）
前
掲
）
。

（
3
0
）
　
中
村
明
蔵
「
隼
人
司
の
役
割
に
つ
い
て
」
（
註
（
4
）
前
掲
）
。

（
3
1
）
作
手
隼
人
は
衣
・
袴
と
領
巾
を
着
用
し
た
（
隼
人
司
式
⑬
条
）
が
、
袴
は
平
安
時
代
に
は
男

　
　
女
を
問
わ
ず
着
用
し
、
領
巾
も
隼
人
の
場
合
は
男
女
と
も
に
着
用
す
る
。
隼
人
の
領
巾
に
つ
い

　
　
て
は
、
中
村
明
蔵
「
隼
人
の
領
巾
」
（
同
『
熊
襲
・
隼
人
の
社
会
史
研
究
』
、
名
著
出
版
、
一
九

　
　
八
六
年
）
を
参
照
。

（
3
2
）
　
中
村
明
蔵
「
隼
人
司
の
役
割
に
つ
い
て
」
（
註
（
4
）
前
掲
）
。

（
3
3
）
　
中
村
明
蔵
「
隼
人
の
領
巾
」
（
註
（
3
1
）
前
掲
）
。

（
3
4
）
　
中
村
明
蔵
「
隼
人
の
朝
貢
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
（
註
（
1
）
前
掲
）
。

（
3
5
）
　
永
山
修
一
「
隼
人
司
の
成
立
と
展
開
」
（
註
（
5
）
前
掲
）
の
註
（
2
3
）
。

（
3
6
）
　
今
来
隼
人
と
今
来
漢
人
と
の
類
似
性
に
つ
い
て
は
、
田
中
聡
氏
の
御
教
示
を
得
た
。

（
3
7
）
　
『
類
聚
三
代
格
』
巻
六
「
事
力
井
交
替
丁
事
」
に
も
全
く
同
じ
太
政
官
符
が
収
録
さ
れ
て
い
る

　
　
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
二
七
三
頁
）
が
、
底
本
の
前
田
家
本
だ
け
に
存
在
す
る
重
複
と
み
ら
れ
、

　
　
本
来
の
『
類
聚
三
代
格
』
に
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
内
容
か
ら
考
え
て
、
こ
の
太
政
官
符

　
　
が
「
事
力
井
交
替
丁
事
」
に
収
め
ら
れ
る
べ
き
必
然
性
は
全
く
な
い
。
前
田
家
本
『
類
聚
三
代

　
　
格
』
の
中
に
、
転
写
の
間
に
追
筆
さ
れ
た
格
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
吉
田
孝
「
類

　
　
聚
三
代
格
」
（
『
国
史
大
系
書
目
解
題
　
上
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
一
年
）
の
註
（
1
）
を
参
照
。

（
3
8
）
　
石
村
喜
英
「
定
額
寺
の
研
究
」
（
同
『
日
本
古
代
仏
教
文
化
史
論
考
』
、
山
喜
房
仏
書
林
、
一

　
　
九
八
七
年
）
。

（
3
9
）
　
永
山
修
一
「
隼
人
司
の
成
立
と
展
開
」
（
註
（
5
）
前
掲
）
。

（
4
0
）
　
註
（
2
）
参
照
。

（
4
1
）
　
伊
藤
循
「
蝦
夷
と
隼
人
は
ど
こ
が
違
う
か
」
、
同
「
古
代
王
権
と
異
民
族
」
（
と
も
に
註
（
2
）

　
　
前
掲
）
。

（
4
2
）
笹
山
晴
生
「
『
東
人
』
と
東
北
経
営
」
（
戸
沢
充
則
・
笹
山
晴
生
編
『
新
版
古
代
の
日
本
八

　
　
関
東
』
、
角
川
書
店
、
一
九
九
二
年
）
。

（
4
3
）
　
鈴
木
景
二
「
日
本
古
代
の
行
幸
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
二
五
、
一
九
八
九
年
）
。

（
4
4
）
　
仁
藤
敦
史
「
古
代
王
権
と
行
幸
」
（
同
『
古
代
王
権
と
官
僚
制
』
、
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、

　
　
初
出
一
九
九
〇
年
）
。

（
4
5
）
　
今
泉
隆
雄
「
蝦
夷
の
朝
貢
と
供
給
」
（
註
（
7
）
前
掲
）
。

（
4
6
）
　
永
山
修
一
「
八
世
紀
隼
人
支
配
の
特
質
に
つ
い
て
ー
薩
摩
国
を
中
心
に
　
」
（
註
（
1
）
前
掲
）
。

（
4
7
）
　
弓
野
正
武
「
『
俘
囚
見
参
』
考
」
三
古
代
文
化
』
三
三
　
五
、
一
九
八
一
年
）
、

（
4
8
）
　
拙
稿
「
蝦
夷
の
入
京
越
訴
ー
移
配
蝦
夷
と
陸
奥
蝦
夷
に
み
る
闘
争
の
一
形
態
　
」
（
註
（
1
8
）
前

　
　
掲
）
。

　
　
（
近
畿
大
学
文
芸
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（二
〇

〇
六
年
五
月
三
一
日
受
理
、
二
〇
〇
六
年
八
月
一
〇
日
審
査
終
了
）
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Impe百al　Authority　and　Hayato　Policy　during　the　Transitional　Period　of　the　Ritsuryo

State

SuzuKI　Takuya

　　　This　paper　discusses　dlanges　in　policies　that　occurred　during　the　8th　and　9th　centuries　affecting　the　Hayato　from

the　standpoint　of　the　Kinai　region　where　Japa㎡s　capitals　were　situated」t　also　attempts　to　shed　light　an　aspect　of　the

nature　of　imperial　authority　during　the　9th　century　by　comparing　this　with　contemporary　policies　affecting　the　Emishi．

It　therefore五rst　examines　the　provisions　of　Hayato　set　out　in　the　Engi－shiki，　fOllowed　by　an　examination　of　separate

laws　and　regulations　related　to　the　provisions　in　the　Engi－shiki　that　date　from　the　beginning　of　the　9th　century．　These

investigations　yielded　the　following　three　findings．

　　　First，　Imaki　Hayato　under　regulations　of　the　Engi－shiki　were　not　Hayato　who　paid　tributes，　but　were　probably　some

Hayato　who　had　come　from　southem　Kyushu　to　pay　tribute　to　the　emperor　who　were　made　to　stay　in　the　Kinai　region

when　the　practice　of　Hayato　tributes　was　ceased　in　805（the　Enryaku　era）．　It　is　thought　that　the　state　sought　to　retain

the　Hayato　with　their　barking　and　howling　voices　considered　to　have　mystical　powers　as　they　were　needed　fbr　ceremo－

nies　and　visits　by　the　Emperor．

　　　Second，　it　appears　there　was　a　regulation　promulgated　in　December　808（the　Dido　era）that　when　a　position　for　an

Imaki　Hayato　fell　vacant　he　was　to　be　replaced　by　a　Hayato　from　the　Kinai　region．　It　would　seem　that　from　this　time　on－

ward　Kinai　Hayato　gradually　began　to　assume　the　role　of　barking，　leading　to　a　relative　decline　in　mystical　power．　How－

ever，　since　in　the　9th　century　Emperors　did　not　make　many　visits　this　is　thought　to　have　not　been　a　problem．

　　　Third，　whereas　9th　century　imperial　authority　ceased　tributes　by　Hayato　and　had　Hayato　settled　around　Kinai　take

part　in　palace　ceremonies，　the　same　phenomenon　also　appeared　to　have　taken　place　with　regard　to　the　Emishi．　Even

though　imperial　authority　du㎡ng　the　9th　centtuy　did　not　take　the　lead　on　policies　governing　the　regions　beyond　the

Yamato　state，　Emishi　and　Hayato　who　had　been　relocated　to　Kinai　were　made　to　take　part　in　regular　annual　rituals　and

ceremonies．　As　a　palpable　attempt　by　inlperial　authority　to　express　its　own　authority，　we　may　condude　that　imperial

authority　possessed　an　extremely　petty　Chinese　belief．
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